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略語および使用用語（順不同） 
 

略語 正式名称（英語） 日本語訳 
ASEAN Association of South-East Asian Nations 東南アジア諸国連合 
PETE Physical Education Teacher Education 体育教師教育 
SPD Sport for People with Disabilities 障がい者スポーツ 
QPE Quality Physical Education 良質な体育 
PLC Professional Learning Community 専門職学習集団 
UNESCO 
 

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

国際連合教育科学文化機関 

SMART 
 

(Specific, Measurable, Attainable, Realistic, 
Time-bound) recommendations 

スマート・レコメンデーション 

TIAS 
 

Tsukuba International Academy for Sport Studies つくば国際スポーツアカデミー 

ICSSPE 
 

International Council of Sport Science and 
Physical Education 

国際スポーツ科学・体育協議会 

SHAPE 
America 

Society of Health and Physical Educators シェイプ・アメリカ 
（健康体育教育者協会） 

ACPES ASEAN Council of Physical Education and Sport  ASEAN 体育スポーツ評議会 
JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 
NGO Nongovernmental Organisation 非政府組織 
MINEPS 
 

International Conference of Ministers and Senior 
Officials Responsible for Physical Education and 
Sport 

体育・スポーツ担当大臣等国際
会議 

SOMS Senior Officials Meeting on Sports スポーツ高級実務者会議 
NIPES 
 

National Institute of Physical Education and 
Sports  

国立体育スポーツ研究所 
（カンボジア） 

IAHPEDS 
 

International Alliance for Health, Physical 
Education, Dance and Sport 

健康体育ダンススポーツ国際同
盟 

CoP Community of Practice 実践コミュニティ 
CPD Continuing Professional Development 継続的専門能力開発 
STFC Sport for Tomorrow Consortium スポーツフォートゥモローコン

ソーシアム 
AIESEP Association Internationale des Écoles Supérieures 

d'Éducation Physique 
国際スポーツ教育高等学校協会 

SEAMEO Southeast Asian Ministry of Education 
Organization 

東南アジア教育大臣機構 
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抄録（日本語版） 
 
【プロジェクトの枠組み】スポーツ庁委託事業 スポーツ国際展開基盤形成事業 
【事業名】 令和 7 年度スポーツ国際展開基盤形成事業 

（スポーツ国際政策推進基盤の形成：政府間会合の合意事項の履行 A タイプ） 
【実施主体】日本体育大学が全体統括 

（体育教師教育分野は日本体育大学を、障がい者スポーツ分野は筑波大学を中心に実施） 
 

本事業は、関係諸国との持続的な開発と平和の実現にスポーツを通じて貢献する観点から、
ASEAN Workplan 2021-2025 に沿い、平成 29（2017）年 10 月の第 1 回日 ASEAN スポーツ大臣会
合において合意された政府間の協力事項の実現に向けた取組を推進するものであり、特に ASEAN
諸国における体育教師教育に資する事業および障がい者スポーツ発展に寄与する事業を並行的に実
施するものである。 

 
令和 7（2025）年度事業における体育教師教育分野（PETE）では、各国の体育教師（養成段階お

よび現職教師）に求められる資質、能力、知識、経験、価値観等について、米国版体育教師教育ス
タンダード（SHAPE, 2017）との比較検討から、ASEAN 域内共通基準となる「体育教師教育スタ
ンダード（ガイドライン）」原案の策定を事業活動の柱の一つと設定した。各国の事業選任代表者
（以下、カウンターパート）は、「ASEAN各国には多様な社会、文化、経済状況があるが、共通の
ゴールを目指す」上でのスタンダード（ガイドライン）策定の意義を確認し、以降の議論の方向性
と位置付けた。 

 
障がい者スポーツ分野（SPD）では、これまでの調査結果、考察に基づく学術論文の発表、それ

ら知見の ASEAN 各国カウンターパートへの共有、前年度に着手した ASEAN 各国事情に即した障
がい者スポーツ振興を目途としたアクションプランの考案・策定をオンライン並びに対面式ワーク
ショップを通じ進めることに主眼を置いた。本年度 6 月には、ASEAN 議長国であったマレーシア政
府が、本事業有識者会議メンバーである永田准教授（筑波大学）を「ASEAN Persons with 
Disabilities in Sports Conference 2025」の基調講演者として招待し、本事業の過去 4 年間（2021～
2024 年）の事業活動および各調査から得られた知見を ASEAN 内外の有識者、政府高官、実務者お
よび学生に向けて、発信する機会が設けられた。また岡出教授もパネリストとして登壇し、マレー
シア、カンボジア等で本事業から生じている新たな「インクルーシブ体育」の動き等について紹介
し、「より広い障がい者スポーツ振興に果たすインクルーシブで良質な学校体育と体育教師の役割」
を強調した。 

 
日 ASEAN スポーツ協力のプラットフォーム内の事業アウトプットとして、専門職学習集団

（Professional Learning Community：PLC）を形成し、PLC に対する参画する ASEAN 加盟 11 か
国の政府行政官、公的機関関係者を中心とした事業選任代表者（事業カウンターパート）のオーナ
ーシップ（帰属意識、当事者意識、主体性）を醸成・定着させることが出来た。加えて、各国内ス
テークホルダーを巻き込み、実践共同体（Community of Practice）が自然発生し、独自に活動を展
開し始めたことも、事業の重要なアウトカムとだ考える。 
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日本体育大学は実施主体として、事業アウトカム、グッド・プラクティス、各国における裨益効
果を更に波及させると共に、それらを ASEAN＋Japan 友好スポーツ協力の枠組みから、世界に向け
て発信することを通じ、外部組織と協働機会を模索していく所存である。 
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本文 
第 1 章 委託事業趣旨並びに事業実施 
 
第1節 本事業の主旨並びに概要 
1）事業の背景および主旨 

本事業は、関係諸国との持続的な開発と平和の実現にスポーツを通じて貢献する観点から、
ASEAN Workplan 2021-2025（2026-2030 版は改訂中）に沿い、平成 29（2017）年 10 月の第 1 回
日 ASEAN スポーツ大臣会合において合意された政府間の協力事項の実現に向けた取組を推進する
ものであり、特に ASEAN 諸国における体育教師教育に資する事業および障がい者スポーツ発展に
寄与する事業を並行的に実施するものである。令和 3（2021）年度、事業開始当初想定した両事業
内容は、以下の通りであった。 

 
 インクルーシブで良質な体育授業を展開できる体育教師教育に資する支援 
①体育教師教育の改善・強化を目途とした協力戦略（アクションプラン）策定支援 
②体育教師教育改善・強化プログラムの実施促進 
③日 ASEAN スポーツ協力の枠組みにおける連携体制構築に資する協力策の提案 
 障がい者スポーツの発展に寄与する調査研究 
④調査研究（調査デザイン策定、ニーズ調査・インタビューの実施、結果分析等） 
本年度、障がい者スポーツ分野に下記を追加した。 

⑤障がい者スポーツ振興を目途とした協力戦略（アクションプラン）策定支援 
 

両分野共通の部分では、日 ASEAN スポーツ協力の枠組みの下、過去 4 年間（2021～2024 年）の
事業活動を通し形成・確立された互いに成長し続ける専門職学習集団（Professional Learning 
Community: PLC）の将来的自走を視野に入れた支援を継続することを意図した。尚、本事業全体
の運営体制は図 1 の通りである。 
 

 
 
 

 
 
  

アセアン＋日本スポーツ担当大臣等会議 
（ASEAN PLUS JAPAN SENIOR OFFICIALS MEETING ON SPORTS： 

SOMS＋JAPAN） 
（リード国：カンボジア） 

日本体育大学・筑波大学 
（プロジェクトチーム、事務局） 

ASEAN 各国カウンターパート 

 

スポーツ庁並びに ASEAN 事務局 

 

 

図 1 本事業運営
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2）各国カウンターパートの選任、事業関係者間の共通認識と合意形成過程 
令和 7（2025）年度事業開始に先立ち、事業方針、実施内容、事業計画についてスポーツ庁およ

び ASEAN 事務局と共通認識を得ることを目途に、オンライン会議を 5 月中旬に実施、合意形成を
図った。その際、日本体育大学は、事業活動の一貫性の観点から、前年度選任され事業に参画した
カウンターパートの継続的な選任を ASEAN 各国に依頼することを提案、その旨文書に記載するこ
との承認を得た。ASEAN 事務局からは、前年度に引き続き、ASEAN への正式加盟を視野に、東テ
ィモールの事業参加が改めて推奨され、スポーツ庁および日本体育大学は同意した。 

 
同オンライン会議を経て、ASEAN各国における本事業計画の周知、体育教師教育および障がい者

スポーツ・カウンターパート選任確認依頼に係り「Invitation to the ASEAN-Japan Actions on Sports 
“Workshop on Promoting Physical Education Teacher Education (PETE) and Sport for People with 
Disabilities (SPD)” for Fiscal Year (FY) 2025 」および事業コンセプトノートを日本体育大学が起案、
8 月 1 日付で ASEAN 事務局より東ティモールを含む ASEAN 加盟 11 か国のスポーツ高級実務者会
議（SOMS）担当者宛てに発出した（発出当時、東ティモールは ASEAN 準加盟国、10 月に正式加
盟が承認済み）。 

 
各国カウンターパート選任の確認は例年同様、一部の国で時間を要した。それは、日 ASEAN ス

ポーツ協力の窓口が置かれる SOMS が設置される省庁とカウンターパート所属の省庁、組織が異な
る国（ブルネイ、フィリピン、ベトナム等）があり、省庁・組織間での公式なチャンネルを通じた
コミュニケーションが困難であることが原因であった。省庁間連絡窓口担当者の交代、政権交代に
伴う組織改編（インドネシア、タイ）等も直接的な遅延の原因となった。他方、過去 4 年間（2021
～2024 年度）で ASEAN 各国の SOMS における事業のもたらすアウトカムへの認知度と成果に対す
る理解が高まったことに伴い、他国（カンボジア、マレーシア、ミャンマー）においてはスムーズ
な選任プロセスを経ることができた。加えて、本年度新規参加となった東ティモールは一部ポルト
ガル語でのやり取りが要されるものの、比較的スムーズな選任が叶った。 

 
本年度は結果的に、SOMS における方針変更に伴うカウンターパート交代（インドネシア、フィ

リピン、シンガポール、タイ）が通知された。ASEAN各国カウンターパートとは、選任に併せてオ
ンラインでのキックオフミーティングを国ごとに開催、令和 7（2025）年度事業概要、事業実施計
画・方針、カウンターパートに期待される役割、過去 4 年度でもたらされた事業アウトプット、ア
ウトカム等について共有、周知を図った。令和 7 年度選任された ASEAN 各国カウンターパートは
表 1 の通りである。尚、シンガポールの障がい者スポーツ（SPD）カウンターパートは同国 SOMS
の設置される文化共同体青年省の事情により、選任が行われなかった。またベトナム体育教師教育
（PETE）カウンターパートは、選任されたものの、実質的に事業活動への参画は叶わなかった 
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表 1  ASEAN 各国カウンターパート（令和 7 年度） 
国名 担当 名 姓  所属組織名 

新任

新任
新任

新任
未選任

新任
新任

新任

※PETE：体育教師教育分野、SPD：障がい者スポーツ分野 
 
3）運営・実施体制 

令和 6（2024）年度に引き続き、体育教師教育（PETE）分野に関する運営主体を日本体育大学、
障がい者スポーツ（SPD）分野を筑波大学と設定し、両者を日本体育大学が統括する実施組織体制
とした。 

 
体育教師教育に関する運営は、過去 4 年度（2021～2024）と同様に、日本国内外の体育科教育学

の研究者および開発支援に精通した研究者をプロジェクトメンバーとし、有識者会議を形成した。
障がい者スポーツも同様に、過去 4 年度に倣い、障がい者スポーツに関する日本国内外の研究に精
通した日本人研究者が海外の研究者の協力を得る形で有識者会議を構成した。両組織はそれぞれ独
立しつつ、必要に応じて協働しながら事業活動を展開した。事業の実施体制については図 2 の通り
である。 

 
尚、体育教師教育の有識者会議委員長は岡出教授（日本体育大学）が、障がい者スポーツの有識

者会議委員長は佐藤教授（筑波大学）が引き続き務めることとした。また、岡出教授は両プロジェ
クトのスムーズな企画、運営、管理、双方向の意見・情報交換、相互実施促進を図り、全体統括と
しての役割を過去 4 年間と同様に務めた。加えて、スポーツ庁および ASEAN 事務局への定期的な
報告や相談、日 ASEAN スポーツ高級実務者会議（SOMS）における ASEAN 加盟各国（25 年 10 月
に東ティモールの正式加盟が承認され、計 11 か国となった）への情報共有等を行うことで、関係上
層機関との円滑な意思疎通および関係強化に努めた。 
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体育教師教育分野では、令和 3（2021）年度に実施されたオンライン・ワークショップを通じて、
各国により策定された体育教師教育改善・強化アクションプランに関し、令和 4（2022）年度以降
の実施状況やその過程で生じた課題について、定期的かつ継続的にモニタリングし、プランの改訂
を促進することを通じて、有識者会議のメンバー間で共通理解を図ることとした。加えて、昨年度
は米国版体育教師教育スタンダード（SHAPE, 2017）を比較対象に設定し、本年度のオンラインお
よび対面式ワークショップを通じて ASEAN 版体育教師教育スタンダード（ガイドライン）原案の
策定支援に努めることに主眼を置いた。その過程で、有識者会議は①米国版体育教師教育スタンダ
ードの内容や意図・目的の理解、②米国と ASEAN 諸国間の体育教師教育の位置づけ、省庁におけ
る政策の中での体育教師教育の優先順位の違い等の把握を通じ、より多角的な議論を意図した。 
 

障がい者スポーツ分野では、令和 4（2022）年度以降、随時実施してきた調査研究の結果および
考察・分析、得られたインサイトを基に、有識者会議メンバーがオンライン方式または対面式ワー
クショップでのプレゼンテーション、学術論文の策定および専門誌サイト上での公開、国際学会に
おける口頭発表などを通じ、新たな知見や示唆 ASEAN 内外の各国関係者に共有する活動を行った。 
加えて、ASEAN各国内での障がい者スポーツ振興のためのアクションプランの策定支援にも尽力し
た。各国内における障がい者スポーツの促進や障がい者の社会的包摂の促進に資するリソース獲得
のほか、障がい者が受けやすいスティグマの排除や生活の質の向上などに向けた障壁・課題に関し、
ASEAN各国のカウンターパートの気づきを促し、課題解決に向けたより実現可能な取り組みや政策
提言を促す活動を意図した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 実施体制 
  

有識者会議 
 

ASEAN 各国担当者 
各国 2 名×11 か国 ■体育教師教育（日本体育大学） 

・岡出美則 （全体統括） 
・近藤智靖 ・寺岡英晋 
・鈴木康介  
・山口拓（筑波大学） 
・下窪拓也（順天堂大学） 
・奥村拓朗（東洋大学） 

■障がい者スポーツ（筑波大学） 
・佐藤貴弘 ・齊藤まゆみ ・永田真一 
・遠藤華英（同志社大学） 
・戸村貴史（福山大学） 

スポーツ庁参事官 
（国際担当）付 

プロジェクト事務局 
企画、調整、実施促進 

（日本体育大学） 

ASEAN 事務局 
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第2節 事業実施計画と実施方法 
 

1）体育教師教育に資する支援（前年度から継続実施） 
①協力戦略策定  

本事業における協力戦略は、前年度に引き続き、ASEAN Workplan 2021-2025 および第 1 回日
ASEAN スポーツ高級実務者会議で合意された日 ASEAN スポーツ協力（4 分野）および後に合意さ
れたニーズ調査結果、令和 3（2021）年以降の本事業活動実績に基づき計画され、令和 7（2025）
年 5 月 23 日開催の ASEAN 事務局、スポーツ庁とのキックオフミーティング内にて、議論の上、事
業実施計画・内容を確定した。尚、東ティモールの新規事業参画が ASEAN 事務局より提案され、
ASEAN 加盟 11 か国の参加が想定されていた。 
 
②体育教師教育改善・強化プログラムの実施促進 

過去 4 年間の事業活動のアウトプットである「インクルーシブで良質な体育授業を展開できる体
育教師教育に係るアクションプラン」の ASEAN 各国における実施促進と併せ、令和 6（2024）年
度以降議論を重ね素案を検討中の「ASEAN 版体育教師教育（PETE）スタンダード（ガイドライ
ン）」の考案を令和 7（2025）年度事業活動の軸とした。事業実施計画は、事業選任代表者（カウ
ンターパート）の各国での選任後、各国個別のオンライン・キックオフミーティングにて理解促進、
合意形成を行うこととした。オンライン・ワークショップ、対面式ワークショップ開催を想定し、
下記を本年度事業活動のアウトプット、アウトカム創出を意図した。 

 
⮚ ASEAN各国の体育教師教育改善・強化を目途とするアクションプランの実施モニタリング、フ

ォローアップの継続 
⮚ オンライン・ワークショップ実施を通した ASEAN 体育教師教育スタンダード（ガイドライ

ン）原案策定を前提とした新たな知見の習得、ブレインストーミング、グループ・ディスカッ
ションを通じた概念整理 

⮚ ASEAN 体育教師教育スタンダード（ガイドライン）原案策定を前提とした各国案策定 
⮚ SNS を活用した成果発信 
⮚ 持続可能な信頼・協働関係の強化 
⮚ 専門職学習集団（Professional Learning Community: PLC）の活動活性化 
⮚ 各国内ステークホルダー、有志による実践共同体（Community of Practice: CoP）の形成促進 
 

令和 3（2021）年度に取り組んだ各国の実態を踏まえた体育教師教育の改善・強化アクションプ
ラン策定は、UNESCO(2021) How to influence the development of quality physical education policy: 
a policy advocacy toolkit for youth で提案されている分析手法を応用、各国が置かれている状況、解
決すべき課題を踏まえ、長期的課題、短期的課題並びにそれらの優先順位を踏まえ、解決に向けた
アクションプラン作成を目指す方向性が設定されていた。 

 
UNESCO の上記文書では、1)効果的な政策作成に向けた基礎づくり、2)提案の目的設定、3)国内

状況の分析、4)提案文書の配布先並びにネットワーク構築、5)ソーシャルメディアの活用並びに 6)
若者の参加を促す計画作成という一連の手続きが示されており、各手続きに関わる現状確認のため
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のチェックリストが示されている。加えて、各国や国内各地の実態を踏まえた柔軟な計画作りが提
案されている。 

 
このような様式を活用し、情報共有することで、ASEAN各国が他国並びに自国の実態と経験を併

せて検討することが可能になり、相互支援ネットワーク構築が可能になると考えた。また、同文書
は、政策作成、実行に関わるステークホルダーを 3 層に分類・整理することで、政策の効果的な実
行に向けた体制を具体的に検討しやすくなると想定した。加えて、同文書で紹介されている
SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time-bound) Recommendations の形式に即し
たアクションプラン作成を経験することで、具体性と実現可能性を見据えたアクションプランの作
成を意図した。 

 
尚、同文書以外にも教師効果の評価方法、教師教育プログラムの評価方法、モニタリングシステ

ム、ICSSPE の教師教育プログラムの評価指標、UNESCO の QPE、SHAPE America の提案してき
た体育教師教育スタンダード等の評価枠組みについてもアクションプラン作成時に活用していた。 
 
 ASEAN 版体育教師教育スタンダード（ガイドライン）原案は、昨年度実施のオンライン・ワーク
ショップ並びに対面式ワークショップで、各国における体育教師に求められる資質、能力、知識、
価値観等の情報を整理し、米国の体育教師教育スタンダードである SHAPE, 2017 の記載と、その他
必要な情報・知識の理解を深める一方、各国間の体育教師教育を取り巻く社会的文脈を踏まえた議
論を進め、「ASEAN版体育教師教育スタンダード（ガイドライン）」原案を策定する前段階として、
各国案を定めることを意図した。加えて、本事業カウンターパート、有識者会議で形成された専門
職学習集団（PLC）がより発展する形で、ASEAN 各国カウンターパートが中心となり、ステーク
ホルダーや融資を巻き込み、知見を共有する形での実践共同体（CoP）の形成、自走促進を事業ア
ウトカムの一つと新たに設定した。 
 
③連携体制の構築に資する今後の協力策の提案 

過去 4 年間の事業活動を通じて、ASEAN 加盟 10 か国のカウンターパートとのオンライン打ち合
わせやソーシャルメディアを活用した日常的な雑談、ワークショップでの各国プレゼンテーション
などを通じて、各国の体育教師教育の状況や課題を全体に共有し、各国間の情報・意見交換を促進
する形で、ASEAN10 か国並びに日本人有識者との信頼関係を構築してきた。加えて、本年度は日
本体育大学に配置する特別研究員を 2 名に増員し、併せて体育および障がい者スポーツ分野の知見
を有する専属パートタイムスタッフ 1 名を加え、対象国が 11 か国に増えることに伴い、体育教師教
育や障がい者スポーツの両分野のカウンターパート、及び日本側プロジェクトメンバーとの連絡調
整を円滑にし、関係強化や諸支援に努めることとした。 

 
既述の体制でプロジェクト企画・運営を通じて、正確な情報共有を踏まえた議論を継続し、忌憚

のない意見交換がしやすい環境を整備することで、過去 4 年間の事業活動を通じて構築された各国
の担当者間や日本人専門家も含めた信頼関係が一層強固になり、ASEAN＋Japan の枠組みにおける
専門職学習集団（Professional Learning Community: PLC）に対するオーナーシップ（帰属意識や
主体性）を持ち、各自が本年度の事業に参画できる大枠を維持・発展させることを目途とした。 
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2）障がい者スポーツの発展に寄与する調査研究およびアクションプラン策定支援 
 本年度は、これまで定期的に実施してきた ASEAN 加盟国よりモデル国を選定し、障がい者スポ
ーツ分野の実地調査研究は実施せず、これまでの調査および分析結果から得られたインサイトを基
に、国際会議での口頭発表、学術論文の発表、得られた知見の広い共有を意図した。その一環で、2
令和 7（2025）年 ASEAN 議長国を務めるマレーシア政府が「ASEAN Persons with Disabilities in 
Sports Conference 2025」を同国プトラジャヤ市で開催する企画を立て、主催者である同国青年スポ
ーツ省から事前相談や助言依頼を受け、支援や情報提供を行うこととした。この国際会議の基本コ
ンセプトは、本事業で推進する「インクルーシブで質の高い体育実施を目的とした体育教師教育」
と、障がい者スポーツの専門家会議メンバーである永田准教授（筑波大学）が執筆した令和 5 年
（2023）に発表された学術論文『It’s about inspiring the greater community to continue supporting 
this sector: Elite sport success as a main policy objective for disability sport promotion in ASEAN 
member states』（International Journal of Sport Policy and Politics 掲載済み）が出発点となった。
さらに、本年度の事業では、ASEAN各国の障がい者スポーツが抱える課題の解決と草の根レベルで
の振興を目指し、各国の事情に即したアクションプランの策定と社会実装促進を活動内容に加える
ことを意図した。想定する事業のアウトプットおよびアウトカムについては、以下を念頭に置いた。 
 
⮚ マレーシア政府主催の国際会議の企画支援 
⮚ 過去の実地調査分析結果の ASEAN カウンターパート並びにより広い有識者、関係者への共有 
⮚ 学術論文の策定と公開を通した成果発信 
⮚ 各国文脈に即した障がい者スポーツ振興アクションプランの策定、社会実装化促進 
⮚ SNS を活用した成果発信 
⮚ 持続可能な信頼・協働関係の強化 
⮚ 専門職学習集団（Professional Learning Community: PLC）の活動活性化 
 
3）プロジェクトメンバー（有識者会議）の活動 

過去 4 年間と同様に、体育教師教育および障がい者スポーツ部門に、それぞれ日本体育大学と筑
波大学に独立した有識者会議を設置し、各分野の事業実施に従事した。また、必要に応じて両有識
者会議のメンバーが協働し、情報の補完と共有に努めた。尚、プロジェクトリーダーである岡出教
授（日本体育大学）が、二つの事業の方針および進捗状況を把握しながら、円滑な事業運営・管
理・実施に努める体制を整えることとした。 

 
体育教師教育分野の有識者会議は、過去 4 年間の事業活動で共有された各国の課題を把握し、そ

の解決に向けたアイデアを検討し、カウンターパートへの助言や情報提供など、フォローアップを
行うことを計画した。併せて、ASEAN 版体育教師教育スタンダード（ガイドライン）の原案策定
に向けた ASEAN 全体での議論や個別の助言、支援に備えた。 

 
障がい者スポーツ分野の有識者会議は、過去に実施した実地調査研究結果、分析から得られた知

見やインサイトを、ASEAN や日本国内外の有識者、政府関係者、行政官などの実務者、学生など
に向けて発信することに努めることとした。併せて、マレーシア政府主催の「ASEAN Persons with 
Disabilities in Sports Conference 2025」の企画支援や助言、参加を通じて得られた知見の共有を意
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図するとともに、障がい者スポーツ振興に特化した ASEAN 各国のアクションプラン策定支援を視
野に入れ、議論を重ねた。 

 
併せて、岡出教授（日本体育大学）が中心となり、本事業開始以来、3 回目の対面でのワークシ

ョップの本邦開催を前提に、必要な手続きと準備を進めることとした。 
 
４）今後の協力の方向性・戦略の提案 

本事業カウンターパート、日本人有識者で形成された専門職学習集団（Professional Learning 
Community: PLC）の協働体としての将来的な自走を前提とした活性化を基本とし、同協働体の外
部機関とのネットワーキング促進と並行して、事業に新規参加する東ティモールを含めた ASEAN
各国内における体育教師教育および障がい者スポーツの両分野におけるステークホルダーおよび有
志を巻き込む形での実践共同体（Community of Practice: CoP）の確立促進を、現時点での ASEAN
スポーツ協力の方向性に位置付ける。 

 
このような取組みを長期的視点から、継続的に促していく上では、日 ASEAN スポーツ高級実務

者会議（SOMS）への定期的な事業進捗・成果の報告を継続的に行っていくこと、本事業の終了を
見込む 2030 年度以降、上記 PLC を ASEAN 内における体育教師教育並びに障がい者スポーツに関
わる部門、ワーキンググループもしくはタスクフォースと公式に位置付け、定期的に ASEAN 各国
間のエビデンスに基づいた議論と具体的アクションを相互に進める中心的役割を果たしていくこと
を想定する。各国間の日常的で自由な情報交換、グッド・プラクティス共有を担保する共通コミュ
ニケーション・プラットフォームの実践的活用は、日 ASEAN のフレームワークから世界に向けた
発信に資するものと考えている。 

 
尚、これらの取組みは、JICA のスポーツと開発に関するポジションペーパー（2016 年）、スポ

ーツと開発事業の取組み方針（2018 年）および UNESCO の「Fit for Life: sport powering inclusive, 
peaceful, and resilient societies」（2021 年）の内容とも親和性がある。長期的には、本事業で得ら
れた知見やノウハウ、ASEAN 内外のネットワークを通じて広く共有するとともに、国際協力機構
（JICA）等や Edu-Port ニッポンと連携した事業展開を促進し、さらに日本国内の連携も視野に入
れ、将来にわたる持続可能な形での事業成果を継承する動きに繋げることを念頭に置いている。 
 
5）事業成果の共有・発信 
 令和 6（2024）年 10 月開催のベトナム、ヴィンフック県にて対面で開催された第 7 回日・ASEAN
スポーツ高級実務者会議（SOMS+Japan）において、本事業のプロジェクトリーダーである岡出教
授（日本体育大学）より、体育教師教育および障がい者スポーツ各分野の事業進捗や成果について、
ASEAN 各国政府高官に向けて報告した。本年度は第 8 回会議（ベトナム・ハノイ市にて開催）に
て、対面で成果を発信し、進捗を共有することを想定している。また、国際学会での口頭発表、国
際学術誌への論文投稿、SNS を活用したより広い情報発信、ネットワーク構築のアプローチにも着
手し、これらを本年度の活動の柱の一つと位置付けた。 
 

加えて、事業計画にはないものの、各国からの要請に随時応じる形で、日本人有識者が国際学会、
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セミナーに招待を受け、講演、講義等を行う機会を想定した。 
 

 同時に日本国内向けには、日本体育大学のホームページで報告書を公開し、体育教師教育や障が
い者スポーツに関心を持つ有識者、関係者、学生を含む次世代へ情報発信を過去 4 年間に引き続き
行うことを計画に含めた。 
 
6）事業報告書の作成 
 本事業はスポーツ庁に提出する委託事業完了報告書、委託事業成果報告書と併せ、事業報告書を
過去 4 年間に倣い、巻頭の抄録（英語版）および一部資料を除き日本語で作成し、完成時期は令和
8（2026）年 3 月末を目途とする。以下表 2 に、本年度当初に立案した事業計画（概略）を示す。 
 

表 2 令和 7 年度本事業実施計画（概略） 

月 事業全体 

4 月 • 日本側事業関係者ミーティング、事業実施準備開始 
• キックオフミーティング開催（スポーツ庁、日本体育大学、筑波大学） 

5 月 • キックオフミーティング開催（スポーツ庁、ASEAN 事務局、日本体育大学） 

6 月 • 対面式ワークショップの本邦開催に向けた組織委員会の形成、協議・準備の開始 

7 月 
• 事業コンセプトノート、各種発出文書作成 
• 対面式ワークショップ準備（1） 

8 月 

• ASEAN 各国カウンターパート選任に係る確認状の発出（ASEAN10 か国 SOMS 宛て） 
• 東ティモール・カウンターパート新規選任依頼状の発出（東ティモール SOMS 宛て） 
• ASEAN 各国カウンターパートとのオンライン打ち合わせ実施、フォローアップ（1） 
• 対面式ワークショップ準備（2） 

9 月 
• 第 7 回 SOMS＋Japan（ベトナム・ハノイ市）事業進捗・成果発信準備 
• ASEAN 各国カウンターパートとのオンライン打ち合わせ実施、フォローアップ（2） 
• 対面式ワークショップ準備（3） 

10 月 

• 第 7 回 SOMS＋Japan（ベトナム・ハノイ市）での事業進捗・成果発信（岡出教授） 
• 障がい者スポーツ分野 オンライン・ワークショップの開催準備 
• ASEAN 各国カウンターパートとのオンライン打ち合わせ実施、フォローアップ（3） 
• 対面式ワークショップ準備（4） 

11 月 

• 障がい者スポーツ分野 オンライン・ワークショップの開催 
• 体育教師教育分野 オンライン・ワークショップの開催準備 
• ASEAN 各国カウンターパートとのオンライン打ち合わせ実施、フォローアップ（4） 
• 対面式ワークショップ準備（5） 

12 月 
• 体育教師教育分野 オンライン・ワークショップの開催 
• ASEAN 各国カウンターパートとのオンライン打ち合わせ実施、フォローアップ（5） 
• 対面式ワークショップ準備（6） 

1 月 
• ASEAN 各国カウンターパートとのオンライン打ち合わせ実施、フォローアップ（6） 
• 対面式ワークショップ準備（7） 
• 対面式ワークショップ開催（東京） 

2 月 • 報告書作成、精算業務 

3 月 • 報告書作成、精算業務 
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第3節 期待される事業成果 
 

● 本事業全体のアウトプット 
本事業では、国の規模、経済・社会状況、教育、体育や障がい者スポーツを取り巻く文化、環境、

慣習、資源、価値観等が異なる多様な ASEAN 加盟 11 カ国（東ティモールは 2025 年 10 月に正式加
盟が承認済み）を対象とする。従って、まず体育教師教育や障がい者スポーツの現状、課題を把握
し、自国の現状を日 ASEAN の枠組み内で共有し、議論や意見交換にプロセスを経て、参考となる
他国のグッド・プラクティスを各国が自国の文脈に落とし込んで考える翻訳的適応（Translative 
Adaptation）が不可欠である。インクルーシブで良質な体育授業の実施を目標とした体育教師教育
の改善・強化および障がい者スポーツ振興に向けた事業ロードマップの作成に必要な基礎的データ
の収集・分析を過去 4 年間にわたり継続的に実施し、多岐にわたる情報を蓄積してきた。その過程
で各国の関心事、課題解決の優先順位も変遷している。考案中の ASEAN 各国版体育教師教育スタ
ンダード（ガイドライン）も同様に、各国が体育教師に期待する能力、資質、知識、経験や価値観
も、世界の趨勢や時間の経過とともに継続的な再検討が必要になる。 

 
同アクションプランは、物理的な本事業アウトプットであり、各国における社会実装を通じ、ア

ウトカムを生み出し始め、中長期の実施によるインパクトの波及が期待される。また、障がい者ス
ポーツ分野に関するこれまでの調査研究で得た知見や分析から得られたインサイトも、本事業の貴
重なアウトプットである。それらの共有、有効活用、発信により、アウトカムやインパクトを
ASEAN のみならず域外に向けて発信できると考えている。令和 7（2025）年度は、SNS を活用した
事業進捗・成果の発信と、本事業のカウンターパートを核とし、ASEAN 各国内での実践共同体
（CoP）の形成を促進し、活動を活発化させることで事業に伴う利益の拡大を見込んでいる。 

 
本事業における ASEAN 諸国および日本の関係は令和 5 年（2023）年度以降、対面式ワークショ

ップ開催および実地調査の実施が可能となった。新型コロナ禍以降、オンラインと対面機会を使い
分けたハイブリッド形式での運営を通じ、これまでの事業関係者間の人間関係をより持続可能で信
頼感の高い信頼・協働関係（アウトプット）とし、ASEAN 域内の両分野の専門職学習集団（PLC）
の活性化（アウトカム）を事業の継続的な目標と設定する。 

 
令和 7（2025）年度に期待される成果（概要）は表 3 の通りである。 
 

表 3 令和 7 年度の事業活動で期待される成果（アウトプット、アウトカム） 
 体育教師教育 

1）ASEAN 各国における体育教師教育スタンダード（ガイドライン）原案 
2）事業における ASEAN 各国体育教師教育分野の活動にまつわる成果（学術論文を含む） 
3）事業のおける ASEAN 各国体育教師教育分野に関わる全ての情報、ノウハウ、知見等 

 障がい者スポーツ 
1）ASEAN 各国障がい者スポーツ振興アクションプラン原案 
2）事業における ASEAN 各国障がい者スポーツ分野の活動にまつわる成果（学術論文を含む） 
3）事業のおける ASEAN 各国障がい者スポーツ分野にすべての関わる情報、ノウハウ、知見等 
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 両部門共通 
1）日 ASEAN スポーツ協力のフレームワーク内で構築された専門職学習集団（PLC）活性化 
2）PLC に対する各国カウンターパートのオーナーシップ（帰属意識、当事者意識、主体性）向上 
3）ASEAN 各国内における実践共同体（CoP）の形成、事業裨益、インパクトの拡大 

 
● ASEAN 各国のカウンターパートを介した個人レベルおよび組織間ネットワーク構築 

両分野の成果を創出する過程で強化される事業関係者間の信頼・協働関係は、重要な事業アウト
プットと位置付けられる。加えて、各国カウンターパートが自国組織に戻り、職場内やステークホ
ルダーとの情報共有を行うことで、より広範なネットワーキングや間接的な裨益拡大も期待できる。
知見、経験、情報が本事業を起点に各国内に波及的に広がるプロセスで、ステークホルダー各個人
の調査能力、エビデンスの整理と理解、分析力、政策提言能力、実行力、ネットワーキング能力等
が開発され、引いては各組織のノウハウとして蓄積され、より時代の実態やニーズに即した政策の
社会実装化に繋がり得ることは、間接的な裨益として今後の事業の重要なアウトカムとなり得る。 

 
 過去 4 年間で、各種作業を 10 か国が情報を共有しながら進めたことで、ASEAN 内での横の繋が
りや各国政府の任命を受けて、同じような立場や身分といえる省庁や政府機関の職員等であるカウ
ンターパート間の横断的な人的ネットワークが構築された。このネットワークは、令和 5（2023）
年度以降、対面機会を得たことで、専門職学習集団（PLC）として共に成長する環境が定着した。
令和 7（2025）年度は、ASEAN Workplan 2021-2025 に準拠し、中長期的な視点から日本を含めた
ASEAN 各国の専門職学習集団（PLC）内における各カウンターパートの積極的な発信と情報共有
が促進され、アウトカムを継続的に創出することを目標としている。 
 
● 日本の行う「スポーツを通じた開発支援」、国際社会でのプレゼンス向上と人材開発 

過去 4 年間（2021～2024 年度）の事業活動に引き続き、このようなプロジェクトに ASEAN10 か
国および日本の研究機関である大学が関与することは、当該 ASEAN 諸国はもとより、日本の関係
者にも恩恵が大きい。本事業を通じた個人的、組織的ネットワークの構築過程で、ASEAN各国の文
化的、社会的、歴史的文脈、多様性を踏まえた課題解決を担える日本人専門家の人材育成も期待さ
れる。協働的にプロジェクトを継続展開していくことにより、日本国内において、ASEAN各国の実
情に精通した、現実的な支援策の検討や社会実装に向けたノウハウや環境が段階的に整備されてい
く。 

 
それを、スポーツ庁、外務省、国際協力機構（JICA）等が各々取り組む事業の内容に関わる情報

や各国の実態に関する情報を、組織を越えて共有、蓄積、活用することで、国内機関が互いの長所
を活かし、補完し合いつつ、ASEAN諸国とより良好な関係づくりを進めることに資するものと思わ
れる。その意味で、スポーツ庁主導で発足した日 ASEAN スポーツ協力情報交換会において日本国
内のステークホルダー間の横の繋がり、互助関係が構築されることは有意義であり、日本政府の行
う当該分野における協力・支援事業の円滑化、効率化、ニーズに合ったコンテンツ考案が容易にな
る。また、本事業を通じて、International Conference of Ministers and Senior Officials Responsible 
for Physical Education and Sport（MINEPS）が展開してきた良質の体育、包摂の実現に向けた政策
立案、施行に ASEAN 各国内、日本国内での人材育成も同時に促進されるものと考える。 
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スポーツを通じた開発支援は、2000 年代に入り急速に展開されてきたが、ASEAN 各国の実態に
関する正確な情報は、世界的に見てもそれほど多くの関係者間で共有・蓄積されているわけではな
い。そのため相互の信頼感に基づく互恵関係の構築、ノウハウや知見の蓄積・共有、横断的な活用
が可能になることで、日本が国際社会において「スポーツを通じた開発支援」のイニシアチブを取
っていく能力、地位、信頼性の高まりが期待される。日 ASEAN の取り組み、ASEAN 発の体育教師
教育モデルや障がい者スポーツモデルが、学術、政策の両面のチャンネルを経て国際社会に向けて
発信・普及されていくことにも繋がる。日本をハブ・拠点とし、国際社会に向けた体育教師教育お
よび障がい者スポーツに係る情報発信をより継続することで、スポーツを通じた開発支援における
日本のプレゼンスを国際社会に示すものとなることを期待する。 

 
別スキームの支援にはなるが、ミャンマー、カンボジアやボスニア・ヘルツェゴビナにおけるス

ポーツを通したプロジェクトに日本が貢献しえた理由は、日本が長らく国際社会において支援国と
して信頼されるプロジェクトを現地のニーズを踏まえて網羅的に展開してきたことに起因する。当
該国で日本人専門家が十分に機能し、能力を発揮するためには、専門家が対応すべき課題やその課
題解決に向けた前提条件が明確になっていることが重要である。対応すべき課題の把握・解決には、
特に事前の調査、その調査を効果的に進めるためのノウハウの蓄積、調査で得られた情報を多角的
に分析し、理論から実践へと繋げる準備、並びにその遂行能力が問われることになる。 

 
政策実施を視野に入れながらスポーツを通じた開発支援を展開するための知見や人材の育成、シ

ステムの構築は、日本では進展していない。そのため、本事業を通じて知識、経験、ノウハウを習
得した若手日本人専門家が、日本の国際貢献の他、日本国内の課題解決に資する人材に育成される
ことも、事業の生み出し得るアウトカムの一つである。その意味で、本事業は体育、スポーツを通
した日本の国際貢献並びに日本国内のシステムや環境整備にとっても重要かつ大いにメリットがあ
ると考えている。 
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第 2 章 令和 7 年度事業概要 
 

令和 7（2025）年度事業における体育教師教育分野（PETE）では、オンライン・ワークショップ
および対面式ワークショップを通じて、各国の体育教師（養成段階および現職教師）に求められる
資質、能力、知識、経験、価値観等について、前年度に米国版体育教師教育スタンダード（SHAPE, 
2017）との比較検討から考案した ASEAN 各国案について、それらの再検討および、ASEAN 域内共
通基準となる「体育教師教育スタンダード（ガイドライン）」原案の策定を事業活動の柱の一つと
して設定した。その際、岡出教授（日本体育大学）をはじめ日本人有識者からは、体育教師教育を
取り巻く世界の趨勢、ASEAN各国の既存案に新たに加えるべき視点等が共有・提案され、それらを
踏まえ ASEAN 各国を 3 グループに分割してのディスカッションがオンラインおよび対面機会を通
じ展開された。各国の事業選任代表者（以下、カウンターパート）からは、「ASEAN各国は多様な
社会、文化、経済状況があるが、共通のゴールを目指す」上でのスタンダード（ガイドライン）策
定の意義が確認され、以降の議論の方向性と位置付けられた。加えて、事業初年度に策定・改訂し、
実施してきた ASEAN 各国の文脈に沿った体育教師教育の改善・強化アクションプランの実施状況
に関するモニタリングも、オンラインおよびアンケート形式で行った。過去 4 年間の活動から派生
した持続可能な ASEAN 域内の協働関係を基盤に、持続可能な専門職学習集団（Professional 
Learning Community：PLC）の形成促進や、2030 年度以降の協議体としての自走を視野に、各国
カウンターパートを中心に、各国内ステークホルダーを巻き込み、日 ASEAN コミュニティ内で仲
間を増やしていく自然な流れを作ることも中長期の目標と設定し、より広い情報共有に努めた。 
 

障がい者スポーツ分野（SPD）では、令和 6（2024）年度までの活動と異なり、令和 7（2025）
年度は各国における実地調査研究は実施しないこととした。それに代わり、これまでの調査結果、
考察に基づく学術論文の発表、それら知見の ASEAN 各国カウンターパートへの共有、前年度に着
手した ASEAN 各国事情に即した障がい者スポーツ振興を目途としたアクションプランの考案・策
定をオンライン並びに対面式ワークショップを通じ、進めることに主眼を置いた。その中では、①
パラリンピック等に代表されるパラスポーツの振興と併せて、②草の根レベルで障がい者がスポー
ツに参加することの重要性、そのための政策提言や実施環境整備の方向性が示された。本年度 6 月
には、ASEAN Workplan 2021—2025 に沿い、ASEAN 議長国であったマレーシア政府が、本事業有
識者会議メンバーである永田准教授（筑波大学）を「ASEAN Persons with Disabilities in Sports 
Conference 2025」の基調講演者として招待し、本事業の過去 4 年間（2021～2024 年）の事業活動
および各調査から得られた知見を ASEAN 内外の有識者、政府高官、実務者および学生に向けて、
発信する機会が設けられた。また同じく本事業から岡出教授もパネリストとして招待され、マレー
シア、カンボジア等で進められる「インクルーシブで良質な体育の実施を目途とした体育教師教育」
に関連し、本事業カウンターパートと共に登壇、本事業から生じつつある ASEAN 各国の新たな
「インクルーシブ体育」の動き等について紹介した。岡出教授からは「より広い障がい者スポーツ
振興に果たすインクルーシブで良質な学校体育、体育教師の役割」が強調された。 

また、両分野共通の活動として、過去 4 年の事業実施過程や成果を客観的視点から評価する目途
にて、ASEAN各国カウンターパート（体育教師教育分野）より数名を選抜し、事業参画前後の変化
等をテーマにインタビュー調査に着手した。回答、分析結果を取り纏め、次年度以降に成果共有に
努める所存である。 
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第 3 章 令和 7 年度事業実績 
 

以下に令和 7（2025）年度の事業実績を記述する。 
尚、記載順は①体育教師教育分野および両分野共通、②障がい者スポーツ分野の順とした。 
 
第 1 節 体育教師教育分野および両分野共通 
 
1) ASEAN 各国事業選任代表者（カウンターパート）とのミーティングおよびモニタリング 
【実施時期】令和 7（2025）年 8 月～11 月 
 
（概要）令和 7（2025）年度 ASEAN 各国政府により選任されたカウンターパート（体育教師教育
担当および障がい者スポーツ担当各 1 名、1 か国あたり計 2 名）を対象に、過去 4 年間の事業成果、
令和 7 年度事業実施計画の共有、それらに関する質疑応答、各国におけるインクルーシブで良質な
体育授業推進のための体育教師教育（PETE）改善・強化アクションプランの実施状況等の聞き取
り、モニタリングを目途に各国別のオンライン・ミーティングを行った。概ね前年度に引き続き選
任されたカウンターパートが大半であったため、円滑な共有が図られ、共通理解を得た。令和 7 年
度事業では、ASEANにおける体育教師教育スタンダード（ガイドライン）の考案、障がい者スポー
ツ振興を目途としたアクションプラン策定を活動の柱と設定し、それらを進める過程で各カウンタ
ーパートの能力開発、各所属先への事業成果のフィードバックを通じた組織としてのノウハウ蓄積、
ASEAN＋Japan の枠組みにおける各国間の協働関係強化（Professional Learning Community および
Community of Practice の活性化）等が意図されることを説明した。各国カウンターパートのフィー
ドバックを受け、本事業のアウトカム、インパクトの発信もどのようなに進展させるべきか、実施
組織（日本体育大学）が再考する機会となった。新規参加となるカウンターパートに対しては、過
去 4 年の事業経緯、目的、議論の方向性等、丁寧な説明と意見の聴取に努めた。 
 
2) 事業進捗・成果発表機会 
 

 ASEAN Persons with Disabilities in Sports Conference 2025 
【実施時期】令和 7 （2025）年 6 月 20（金）～21 日（土） 
 
（概要）2025 年の ASEAN 議長国であるマレーシア政府が「障がい者スポーツの振興のための革新
的一歩」と位置づけ、ASEAN Persons with Disabilities in Sports Conference 2025 を企画し、開催し
た。前年度の企画段階で、本事業のマレーシア事業選任代表者（障がい者スポーツ部門）である
Siti Mariam binti Ahmad Tobias 氏が所属先の同国青年スポーツ省により企画・運営責任者に任命さ
れ、本事業で 2023 年に公開されていた学術論文「It’s about inspiring the greater community to 
continue supporting this sector: Elite sport success as a main policy objective for disability sport 
promotion in ASEAN member states（International Journal of Sport Policy and Politics）」の内容か
ら、本事業障がい者スポーツ分野の有識者会議メンバー且つ執筆者である永田准教授（筑波大学）
に基調講演、同じくプロジェクト統括者である岡出教授（日本体育大学）にパネル・ディスカッシ
ョンへの登壇が依頼された。本事業内容との親和性、本事業進捗・成果の ASEAN 域内外への発信
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機会を踏まえ、依頼を受けることとし、事前の綿密な打合せを重ねた。永田准教授の発表では、競
技性を重視したパラスポーツにおけるエリート育成のみならず、より広範囲に及ぶ草の根レベルの
パラスポーツの発展が重要であることが強調された。パラリンピック選手が注目される一方で、地
域社会に根ざしたインクルーシブなスポーツを普及する必要があり、また障がいに関する国際的な
理解に関する状況、日本とマレーシアの事例を紹介し、スポーツの人権としての意義を説いた。岡
出教授は、ASEAN 諸国における体育教師教育（PETE）と障がい者スポーツ（SPD）振興を目途と
する本事業の日 ASEAN スポーツ協力の枠組みにおける取組を紹介した。冒頭、過去 4 年間の事業
実績と併せ、ASEAN各国の学術界、公共部門、民間部門協力の下、体育教師教育の質と生徒の学習
成果の向上を目指す方向性を示した。併せて、ASEAN各国での体育分野の教師教育制度における、
インクルーシブで良質な体育指導についてのコンセンサス、スタンダードが、障がい者のスポーツ
に親しむ環境の創出に必要であることを説いた。また、養成段階の体育教師に対する質の高い教
育・訓練機会の提供、現職教師の再研修と継続的な能力開発の重要性も指摘した。併せて、インド
ネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ブルネイ、シンガポールでのグッド・プラクティスを紹
介した。続いて、本事業のカンボジア・カウンターパートである Hou Sitthisophealai 氏（同国教育
青年スポーツ省）、マレーシア・カウンターパートである Solehah binti Misron 氏（同国教育省）
が、本事業を発端に体育教師教育分野で推進している新たな取組みの進捗、成果、方向性を全体共
有し、参加者からの質疑に鋭意回答した。同 Conference には約 250 名の ASEAN 内外の有識者、政
府高官、実務者および学生が参加した。また協議の成果として、共同声明（Joint Statement）が採
択され、以下 5 点を ASEAN における障がい者スポーツの基本方針として網羅、提示した。本事業
の実施組織（日本体育大学）は以降の事業コンテンツ、方向性を、ASEAN Workplan 2021-2025 に
加え、次の同共同声明にも関連付けることとした。 
 

 
 
 
 
 
 
 第 8 回日 ASEAN スポーツ担当高級実務者会合（The Eighth ASEAN Plus Japan Senior Officials 

Meeting on Sports (8th SOMS+Japan) Ha Noi, Viet Nam） 
 
【実施時期】令和 7 （2025）年 10 月 15 日（水） 
（概要）昨年度 10 月開催の第 7 回日 ASEAN スポーツ高級実務者会合への参加に続き、実施組織
（日本体育大学）より 2 回目の対面参加機会となった。本年度も標記事業カウンターパート選任を
担う ASEAN11 か国スポーツ高級実務者会合メンバーと対面の事業報告、議論、個別の対話を行っ
た。本事業については、岡出教授がスライドを用い、事業進捗、アウトカムを報告、本年度実施計
画、将来的な方向性、要望事項を共有した。その他、3 事業（女性スポーツ、コーチ育成、Football 
4 SDGs）についても、各実施組織より順次、進捗共有がなされた。またスポーツ庁委託事業
（ASEAN 関連）が準拠する ASEAN Work Plan2021-2025 の更新時期にあることから、各分野の目
標に対する達成度、評価、新たに加えるべき視点を踏まえ、それらを反映した同 2026₋2030 版案の

1. ASEAN におけるインクルーシブなスポーツ環境整備に係る相互支援を促進する。 
2. 学校によるインクルーシブな環境の促進を強く奨励する。 
3. インクルーシブな施設整備を加速する。 
4. 開発と平和のためのスポーツを推進する。 
5. パラリンピックと障がい者スポーツのレガシーを保存、普及する。 
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骨子、構想、方向性が議論され、参加国確認を経て、合意が形成された。  
尚、渡航期間中に実施組織（日本体育大学）は ASEAN 事務局承諾の下、15 日会議前、昼食時並

びに午後の時間を活用し、本事業に係る確認事項、依頼事項についての個別対話を通じ、ASEAN各
国政府スポーツ高級実務者と関係構築に努めた。各国政府高官と対面する機会は、既に標記事業を
通じ関係性が構築されているカンボジア、ラオス、フィリピン、タイ、ベトナムを除き、本会合が
唯一の機会であるが、限られた時間内ではあったものの、諸テーマの確認、依頼をブルネイ、イン
ドネシア、マレーシア、ミャンマー、シンガポール等と行うことが出来た。加えて、当時 ASEAN
にオブザーバー参加中の東ティモール（同 10 月スポーツ大臣会合にて同国の ASEAN 正式加盟が承
認済み）の標記事業への参加について、同国政府高官との挨拶、議論を経て、事業への理解と参加
の確約を得た。他方、2026 年以降の ASEAN Workplan の柱は、概ね 2025 年度までの方向性、進
捗、成果の延長線上での更なる融和と持続的発展を目指すものであり、日 ASEAN スポーツ協力も
準拠し展開されることが確認された。本事業が ASEAN 各国の人材育成、ノウハウ蓄積、ネットワ
ーク構築等、日 ASEAN スポーツ協力や ASEAN Workplan の主旨に沿い、目標達成に資する事業と
して ASEAN 事務局、スポーツ庁、ASEAN 各国政府高官により認知、評価され、本事業に端を発し
た専門職学習集団（Professional Learning Community）の持続発展性と将来的な協働体としての自
走に対する期待も公式議事録に記録として残ることが見込まれる。事業企画・運営を行う実施組織
（日本体育大学）として、尚一層の責任感を以って、ASEAN11 か国それぞれが成果を感じられる
事業企画・運営、環境整備並びに各国実務者との良好な関係の維持・発展に努めるとの思いを新た
にする機会となった。  
（※ASEAN Workplan 2021-2025 の達成度の評価、2026-2030 版への更新については、令和 7
（2025）年 9 月中旬に ASEAN 事務局傭上のコンサルタント主催によるフォーカス・グループ・デ
ィスカッションに岡出教授、宍戸が参加し、必要なフィードバック、情報提供を行った。） 
 
3) インクルーシブな体育教師教育に関するオンライン・ワークショップの展開（概要） 
【実施時期】令和 7（2025）年 12 月 2 日（火） 
(概要) 本オンライン・ワークショップは、ASEAN 各国からの新規事業選任代表者による自己紹介
で始まり、続いてブルネイ・ダルサラームで開催された ASEAN School Games 2025 における成果
と、同大会の開催に関わった同国事業選任代表者（カウンターパート）である Md. Haji Azrin bin 
Haji Siaji 氏の尽力に対する祝辞、併せてタイとインドネシア・スマトラ島北部を直撃したサイクロ
ンによる自然災害の被災者への哀悼の意の表明が行われた。本オンライン・ワークショップは、令
和 8（2026）年 1 月に開催される対面式ワークショップの事前準備と位置付けられた。プロジェク
トリーダーである岡出教授による体育教師教育（PETE）スタンダード（ガイドライン）案策定の
コンセプトと議論の方向性に関する簡単な説明の後、参加者はブレイクアウト・ルームに分かれ、
比較対象として昨年度依頼共有されている米国版体育教師教育スタンダード（SHAPE, 2017）を基
に、それぞれの国の状況に応じた体育教師に求められる資質、能力、知識、経験や価値観等につい
てグループ・ディスカッションを行った。特に、インクルーシブで良質な体育のための体育教師教
育というコンセプトを ASEAN 各国間で共有しつつ、各国文脈を踏まえた意見交換の重要性を確認
した。 
(参加者間の協議事項) プロジェクトリーダーである岡出教授が、PETE オンライン・ワークショッ
プは、ASEAN加盟国における政策提言と実施のための参考資料および指針文書として、体育教師教
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育（PETE）スタンダード（ガイドライン）案の主要概念を明確にし、26 年 1 月開催予定であった
対面式ワークショップ（東京）でのより深い議論のベースとすることを目的としていると説明した。
尚、最終的なゴールは、ASEAN各国における養成段階および現職体育教師に求められる資質、能力、
経験、知識や価値観の明確化を通じた能力開発の継続的な進展、引いては障がいの有無にかかわら
ず全ての生徒へ、インクルーシブで良質な体育を届けることに関するコミットメント強化と設定し
た。続いて岡出教授は、米国版スタンダード内容の変遷とベンチマーク等について説明した。加え
て、ASEAN 各国の多様性を考慮し、各国で PETE プログラムを実施する際の固有の課題と、教員
養成段階に応じた適切な基準策定の必要性について言及した。岡出教授は、PETE に必要な 3 種類
の構成要素、1) プロセスに関する知識 (Knowledge of Process)、2) 実践における知識 (Knowledge 
in Practice)、3) 実践に関する知識 (Knowledge of Practice)について詳説し、これらが米国における
PETE スタンダード内容の移り変わりでどのように反映されてきたかを説明した。岡出教授は、
PETE スタンダード策定における目標設定の重要性と、米国版スタンダードというモデルを自国の
社会的および制度的文脈に落とし込んで検討する際に、自国の状況に応じ必ず調整する作業、「翻
訳的適応(Translative Adaptation)」の必要性にも言及し、またスタンダード適用がもたらしうる過
剰な規制を避けるため、各国で「スタンダード（基準）」、もしくは「ガイドライン（指針）」と
しての制度上の位置づけ、文言の解釈について議論する必要があることを指摘した。 
 

本オンライン・ワークショップのブレイクアウト・セッションでは、令和 7（2025）年 2 月にベ
トナムのハノイで開催された前回対面式ワークショップで起案された各国スタンダード（ガイドラ
イン）素案間にある類似点と相違点について意見交換を行うことから着手した。岡出教授は、議論
対象となる 6 つのスタンダード（①コンテンツに関する知識、②指導内容に関連した運動技能と体
力、③計画立案と実施、④指導法とマネジメント、⑤生徒の学習の評価、⑥専門的学習責任）の各
項目についても詳細説明を加えた。 
 
(各グループからのフィードバック) 各ブレイクアウト・セッションでは、令和 7（2025）年 2 月の
前回対面式ワークショップにおいて各国がブレインストーミングした各国スタンダード（ガイドラ
イン）案に基づき、体育教師に求められる資質、能力、経験、知識および価値観等についてグルー
プ・ディスカッションが行われた。 
 
(グループ 1) 本グループはタイ、インドネシア、ラオスで構成された。近代的な体育教育と整合し
た PETE スタンダード（ガイドライン）が各国内に存在しないという共通点が議論の中で明らかに
なった。また、これらの国が体育教師の同じスタンダード項目内容を表現する際、それぞれ異なる
広義的な「動詞」を用いているという特徴を特定、寺岡英晋准教授（日本体育大学）は、これら 3
か国がそれぞれの文脈に適切な「動詞」や文言を再検討し、体育教師の能力評価をより明確な形で
提示することを提案した。それは、体育教育における優先事項は、3 カ国間で異なるため、同じ文
言を用いることが困難であること、より明確な定義が必要と考えられたことが根拠であった。東テ
ィモールは、特別な教育ニーズを持つ生徒のための体育授業に関する国家政策があるかどうかにつ
いて質問し、タイは、インクルーシブ体育授業を実施するための具体的政策は無いものの、現職体
育教師に知識とスキルを習得させ、障がいのある生徒に対しても指導できるようにすることを目指
していると回答した。ラオスでは、障がいのある子どもたちは通常の体育授業に組み入れられるも
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のの、各自が出来る活動のみを行うことで対応しているケースが殆どであり、インクルーシブ体育
に関する具体的政策は無いとした。 
 
(グループ 2) 東ティモール、カンボジア、マレーシア 3 カ国は、主にインクルーシブの概念と障が
いのある生徒のための指導ガイドラインについて議論した。マレーシアは、教育ブループリント(下
記※1 参照)に裏付けられたマレーシア全教員を対象とした国家基準を既に策定しているため、前回
の対面式ワークショップでは、概念的な表現を含む抽象的な PETE スタンダード（ガイドライン）
案を起草していた。カンボジアは、現状国内に体育教師教育スタンダードを有さないことから、米
国版スタンダードに自国のより詳細な状況を反映させ、スタンダード案を起草していた。今回、東
ティモールは本事業に新たにに加わった。東ティモールは、特別な教育ニーズを持つ生徒の教育環
境が未整備であり、他の ASEAN 諸国と状況が異なるものの、ASEAN 体育教師スタンダード（ガイ
ドライン）案策定に向けたアイデアを共有すること、他国のアイデアから学習することに事業参加
の意義を見出したとした。また山口助教（筑波大学）は、特別支援教育には特別支援学校、
Inclusive School、そして Integrated School という 3 つの異なる学校形態、アプローチ方法があるこ
とを全体に示唆した。加えて岡出教授は「インクルーシブ」という言葉の解釈は、障がい特性・程
度により異なることを指摘した。インクルーシブな教育の進展するマレーシアでは、個別教育計画
（下記※2：RPI 参照）に基づく体育プログラムを既に運用しており、体育教師が障がいのある生徒
を指導する際に活用されている実例を共有した。生徒の能力や障がいに応じ、体育教師への支援が
必要になる場合があることも全体に示された。 
 
(追加情報 1) ※ Malaysia Education Blueprint 2013-2025（就学前教育から高等教育まで） 
〈リンク〉 https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/malaysia_blueprint.pdf 
 
(追加情報 2) 個別教育計画（RPI）は、マレーシアの教育制度、特に特別な教育ニーズを持つ生徒に
とって不可欠な枠組みである。RPI は、これらの生徒の個々のニーズに合わせてカスタマイズされ、
個別化された教育支援を提供することを目的としている。RPI は通常、生徒の情報、測定可能な目
標、教員に求められる教授方法などの要素で構成されている。RPI は教師によって立案、運用され、
生徒の学習進捗状況とフィードバックに基づいて定期的に見直しと修正を加えている。RPI を効果
的に開発、実施するには、教師、保護者、専門家の連携が不可欠であると考えられている。 
 
(グループ 3) フィリピン、ミャンマー、ブルネイ・ダルサラーム、ベトナムがこのグループを構成
した。フィリピンは、セッションの中での議論と全体像に焦点を当てた目標を考慮すると、「ガイ
ドライン」という文言よりも「スタンダード」という表現がより適切であるとグループ 3 内で同意
した旨、共有した。 

 スタンダード 1：4 か国は、体育教師に求められる基礎知識の内容に教育学的アプローチを含め
た。 

 スタンダード 2：教師が資格や免許を有する場合、「熟練した」という漠然とした表現ではな
く「資格のある」というより明確な表現に修正されることが適切と結論づけた。 

 スタンダード 3：国によって「有意義な経験」の定義が異なるため、グループ 3 は「各国文脈
の中で規定される経験」という用語を現時点では含めることを提案した。 
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 スタンダード 4：グループ 3 は、体育活動が行われる場所や使用される機器など、安全と学習
環境に関連する要素を含めることとした。 

 スタンダード 5：グループ 3 は、生徒の学習評価について議論する際、「フィードバック」と
「振り返り」という言葉を盛り込む必要があると考えた。評価は、指導の質を高め、生徒の学
習向上を支援するために不可欠との指摘を根拠とした。 

 スタンダード 6：教員の責任感、意識は、地域社会との継続的連携を担保する上で重要と位置
づけた。 
 

(インドネシア・カウンターパート Hilda 氏からのコメント) 各国の多様性と体育を取り巻く異なる
状況を踏まえると、ASEAN11 か国すべてが共通の基準を採択することは困難との印象を持った。
「スタンダード」や「ガイドライン」という言葉を用いる場合、国によって解釈が異なる場合も危
惧される点は継続的に議論、確認したい。何に焦点を当て、何を優先すべきか、国により異なる可
能性は否定できない。とはいえ、ASEAN 全体共通の体育と PETE の目標や方向性を模索すること
は、ASEAN 地域としての PETE の概観、共通する課題並びに各国が他国の状況やニーズを知り、
自国制度をより高い視座から客観視する機会として意味がある。フィリピンも、体育の授業におけ
る「生徒の経験と楽しみ」を優先することを想定していると共有した。このコンセプトは、インド
ネシアのスタンダード案再検討に関するヒントと新たなアイデアを与えてくれた。 
 
(結論) 本オンライン・ワークショップでは、ASEAN 加盟国における体育教師養成（PETE）の暫定
的なスタンダード（ガイドライン）案の策定と、その概念整理と方向性の明確化に重点が置かれ、
その目標を達したと各国は評価した。3 つのグループの参加者が議論を通じ、インクルーシブで良
質な体育のための PETE スタンダード立案における共通目標を維持しながらも、多様な各国文脈の
再考、各国スタンダード案への落とし込み（翻訳的適応）の必要性を確認した。また、各スタンダ
ードを現在の教育目標やカリキュラムと整合させ、体育における包摂性確保の重要性についても再
確認した。1 月下旬に東京で開催される対面式ワークショップ前に、各国は PETE スタンダード案
の改訂版を共有する旨、同意した。 
 
4) 対面式ワークショップの展開 
【実施時期】令和 8（2026）年 1 月 27 日（火）～31 日（土） 
 
（実施目的） 

 体育教師教育（PETE）分野：ASEAN における体育教師教育スタンダード（養成段階並びに現
職体育教師に求められる資質、知識、経験、能力や価値観等を規定）原案の策定支援 

 障がい者スポーツ（SPD）分野：ASEAN 各国文脈を踏まえ、障がい者スポーツ振興を目途と
したアクションプラン各国案の策定支援 

 日本におけるインクルーシブで良質な体育のための体育教師教育と障がい者スポーツの現場視
察、スポーツ庁政策担当者並びに関係者との懇談、意見交換を通じた ASEAN 各国内制度の見
直し支援 

 専門職学習集団（Professional Learning Community）内のカウンターパート間の相互扶助関係
の強化、協働体としての安定的活動継続の促進 
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 体育教師教育分野のカウンターパートの事業参画前後の変化に関するインタビュー調査の実施
を通じた、事業成果・効果の客観的評価並びに学術論文策定準備（評価、学術論文発表は次年
度実施予定） 

 
（実施プログラム）対面式ワークショップのプログラムは表 4 の通りである。 
 

表 4 対面式ワークショッププログラム 
日付 活動内容 

2026 年 
1 月 27 日（火）  

1. ハイパフォーマンス・スポーツ・センター(HPSC)視察 
昼食 

2. スポーツ庁 表敬訪問  
3. 日本体育大学 世田谷キャンパス訪問  

1 月 28 日（水） 4. 開会セレモニー  
5．午前セッション（1）障がい者スポーツ アクションプラン策定支援 

昼食 
6. 午後セッション（2）障がい者スポーツ アクションプラン策定支援  
7. 午後セッション（3）障がい者スポーツ アクションプラン策定支援 

1 月 29 日（木）  8. 午前セッション（4）体育教師教育スタンダード考案の為のグループ・ワーク 
9. 午前セッション（5）体育教師教育スタンダード考案の為のグループ・ワーク 

昼食  
10. 午後セッション（6）体育教師教育スタンダード考案の為のグループ・ワーク 
11．午後セッション（7）体育教師教育スタンダード考案の為のグループ・ワーク 

1 月 30 日（金） 12. 午前セッション（8）体育教師教育スタンダード考案の為のグループ・ワーク 
13. プロジェクトリーダーによる総括（日本体育大学 岡出教授） 
14. 閉会セレモニー 

昼食 
15. 筑波大学附属大塚特別支援学校における体育授業の視察 
16. 筑波大学附属大塚特別支援学校における現職体育教師との懇談・意見交換 

1 月 31 日（土） 17. 筑波大学附属中学校における小中高校レベルの体育授業研究会への参加（1） 
昼食 

18. 筑波大学附属中学校における小中高校レベル体育授業研究会への参加（2）、 
日本人有識者による解説 
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（参加者）対面式ワークショップの全参加者は表 5 の通りである。 
表 5 参加者リスト（敬称略） 

1) 各国カウンターパートおよびオブザーバー【27 名】 
 国 名 氏 名 所 属 担当 

1） ブルネイ・ 
ダルサラーム 

Mr. Haji Muhammad Azrin bin Haji 
Siaji 

Ministry of Education PETE 

Ms. Pengiran Nurhaziqah Azmina 
binti Pg. Sahminan 

Ministry of Education SPD 

Ms. Siti Badariah binti Tahir Ministry of Education OBS 
Ms. Amal Muliati binti Jaludin Embassy of Brunei Darussalam in 

Japan 
OBS 

2） カンボジア Ms. HOU Sitthisophealai Ministry of Education, Youth and 
Sports 

PETE 

Mr. YI Sopheaktra National Paralympic Committee of 
Cambodia 

SPD 

Mr. BEUNG Kim Tor Ministry of Education, Youth and 
Sports 

OBS 

Ms. KEO Monorom National Institute of Physical 
Education and Sports 

OBS 

Ms. PHON Bophatheavy Ministry of Education, Youth and 
Sports 

OBS 

3） インドネシア Ms. Hilda Ilmawati Ministry of Education PETE 
Ms. Irul Trishima Atias Ministry of Youth and Sports SPD 

4） ラオス Mr. Visith SENG AMPHANH Ministry of Education and Sports PETE 
Ms. Latsame VITHAYA Ministry of Education and Sports SPD 

5） マレーシア Ms. Solehah binti Misron Ministry of Education PETE 
Ms. Siti Mariam binti Ahmad Tobias Ministry of Youth and Sports SPD 

6) ミャンマー Mr. Ko Ko Htay Ministry of Education PETE 
Prof. Than Than Htay Myanmar Paralympic Sports 

Federation 
SPD 

7) フィリピン Ms. Mita Amparado PAROCHA Department of Education PETE 
Ms. Erlinda Feliciano LEVA Department of Education SPD 

8） シンガポール Mr. Chua SIANG YEE Ministry of Culture, Community, 
and Youth 

PETE 

未選任 - SPD 
9） タイ Dr. Chalitpol SUEBMAI Ministry of Tourism and Sports PETE 

Ms. Paveena SIRISUTHIKUL Ministry of Tourism and Sports SPD 
Mr. Mongkon WIMONRAT Ministry of Tourism and Sports OBS 
Ms. Surangkana SURIYAKHAM Ministry of Tourism and Sports OBS 

10） 東ティモール Ms. Josefina ZECA PINTO Ministry of Youth, Sport, Art, and 
Culture 

PETE 

Mr. Januário GOMES Special Olympic Committee, 
Ministry of Youth, Sport, Art, and 
Culture 

SPD 

11） ベトナム 不参加 - PETE 
Ms. HO Thanh My National Paralympic Committee of 

Viet Nam 
SPD 

※PETE：体育教師教育、SPD：障がい者スポーツ、OBS：オブザーバー参加者 
※2 日間以上のワークショップ参加が叶わなかった人材については、上記参加者に含めていない。 
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2）ASEAN 事務局職員【2 名】 
 氏 名 所属先 

1） Joel DE LEON ATIENZA（フィリピン国籍） ASEAN 事務局本部 
シニア・オフィサー 

2） Nasya Nabila Nursabrina（インドネシア国籍） ASEAN 事務局本部 
プロジェクト・アシスタント 

 
3）日本側関係者 【1 名】 

 氏 名 所属先 
1） 根井礼子（事業担当者） スポーツ庁 専門官 

 
4）日本人専門家（プロジェクトメンバー）【10 名】 

 氏 名 所属先 
1） 岡出美則 教授（事業統括、PETE リーダー） 日本体育大学（体育教師教育） 
2） 寺岡英晋 准教授（アドバイザー） 日本体育大学（体育教師教育） 
3） 鈴木浩介 准教授（アドバイザー） 日本体育大学（体育教師教育） 
4） 山口拓 助教（アドバイザー） 筑波大学（体育教師教育） 
5） 下窪拓也 助教（アドバイザー） 順天堂大学（体育教師教育） 
6） 奥村拓朗 助教（アドバイザー） 東洋大学（体育教師教育） 
7） 佐藤貴弘 教授（SPD リーダー） 筑波大学（障がい者スポーツ） 
8） 永田真一 准教授（アドバイザー） 筑波大学（障がい者スポーツ） 
9） 遠藤華英 講師（アドバイザー） 同志社大学（障がい者スポーツ） 
10） 戸村貴史 講師（アドバイザー） 福山大学（障がい者スポーツ） 

 
5）運営スタッフ【７名】 

 氏 名 所属先 
1） 宍戸雄 日本体育大学（特別研究員） 
2） Mi AN 日本体育大学（特別研究員） 
3） 新川咲季 日本体育大学（特別研究員） 
4） 下久保浩子 日本体育大学（事業専属アルバイト） 
5） 伊藤彩愛 日本体育大学（学部生インターン） 
6)  猪俣早希子 日本体育大学（学部生インターン） 
7) 井上柚香 日本体育大学（学部生インターン） 

 
 資 料： 

1）体育教師教育分野プレゼン資料（第 5 章第 1 節参照） 
2）障がい者スポーツ分野プレゼン資料（第 5 章第 2 節参照） 
3）各国プレゼンテーション資料（第 6 章参照） 
  



 

28 
 

（背景）新型コロナウィルスの終息した令和 5（2023）年度以降、対面式ワークショップ開催が許
可され、令和 6（2024）年 2 月にカンボジア王国プノンペン市にて、令和 7（2025）年 2 月にベト
ナム国ハノイ市にて、それぞれ対面式ワークショップを共催する機会を得た。 

 
令和 7（2025）年度は、前年までの ASEAN各国カウンターパートへの聴き取り結果等を踏まえ、

実施組織（日本体育大学）が東京開催を提案、スポーツ庁、ASEAN事務局の承認を得た。それに伴
い、日本体育大学は学内に第 3 回対面式ワークショップ組織委員会を発足させ、各種準備にあたっ
た。尚、本年度は従来と異なり、対面式ワークショップの案内を令和 7 年 8 月 1 日付公式文書
「Invitation to the ASEAN-Japan Actions on Sports “Workshop on Promoting Physical Education 
Teacher Education (PETE) and Sport for People with Disability (SPD)” for Fiscal Year (FY) 2025 」
に含め、対面式ワークショップ単体への案内状の発行は、国内手続きが必要な国を除き、行わなか
った。また同ワークショップの実施案は、令和 7 年 10 月ベトナム国ハノイ市で開催された第 8 回日
ASEAN スポーツ高級実務者会議（SOMS+Japan）内にて、ASEAN11 か国に共有され、同意を得た。 
 
 本事業の過去 5 年間（令和 7 年度を含む）の活動を通じ、ASEAN 各国の体育教師教育（PETE）
並びに障がい者スポーツ（SPD）に係る情報・知見、両分野における課題解決を目途とした政策提
言、体育教師教育（PETE）アクションプラン策定と実施・取組、グッド・プラクティス、ノウハ
ウ、障がい者スポーツ分野の調査研究から得られた知見を積み重ね、日 ASEAN スポーツ協力の枠
組みにおける専門職学習集団（Professional Learning Community: PLC）の構築、関与する個人の能
力開発を含め、事業としてのアウトプット、アウトカムを創出してきた。令和 6（2024）年 2 月の
カンボジアにおける本事業初めての対面式ワークショップ、令和 7（2025）年 2 月のベトナムにお
ける第 2 回対面式ワークショップは、日 ASEAN の枠組下における一つの協働体として、課題解決
のための意見交換、双方向且つ活発なディスカッション、各国間の協働の重要性を再確認すること
に資する対面機会であった。また実施段階にあるインクルーシブで良質な体育のための体育教師教
育改善・強化を目途としたアクションプランについての各国の取組、グッド・プラクティス等は、
対面形式で共有されることで、各国カウンターパートの理解度、課題解決に対する意識はより高ま
った。本年度の第 3 回対面式ワークショップも、各カウンターパートが議論の結果や他国が提供す
る知見を自国に持ち帰り、所属組織内で共有、ステークホルダーの輪を拡大すると同時に、各国文
脈に落とし込んで再考し、新たな課題に対処する政策提言を行うための議論の裏付けとして活用す
ることで、本事業のアウトカムが一層広く波及することを意図した。 
 
（概要）令和 7（2025）年度実施した対面式ワークショップのプログラムは表 2 の通りである。大
幅な遅れやアクシデントもなく順調に進み、日本体育大学主催による 5 日間のワークショップは、
ASEAN 各国カウンターパートおよびオブザーバーを含め、ASEAN 加盟 11 か国全てから計 45 名が
参加、実施された。ASEAN加盟国が出揃った点は意義深いと感じている。加えて、本事業の実施協
力、ASEAN 諸国の取り纏め、日本政府（スポーツ庁）との窓口を担う ASEAN 事務局職員（2 名）
を招聘、対面式ワークショップに参加いただく機会を、本事業実施 5 年目で初めて設けることが出
来た。事業の方向性や各国の事業へのコミットをさらに高める点で有意義であった。 
  



 

29 
 

 初日（1 月 27 日）にハイパフォーマンス・スポーツ・センター（HPSC）の視察、スポーツ庁
への表敬訪問並びに日本のスポーツ政策についての講義受講と意見交換、日本体育大学世田谷
キャンパスでの部活動視察を組み入れた。新任の ASEAN 各国カウンターパートが他国カウン
ターパート、日本人有識者に親しみやすい導入環境を設定した。中でもスポーツ庁表敬の際、
ASEAN カウンターパートを代表し、ブルネイ・ダルサラーム国カウンターパートを初年度か
ら務める Md. Haji Azrin bin Haji Siaji 氏が、日本政府の支援に対する謝意と事業への積極的参
画を表明した。また、スポーツ庁からは小川哲史参事官（国際担当）よりご挨拶いただき、①
スポーツ庁の基本政策、②インクルーシブな体育授業の推進、③地域社会における障がい者ス
ポーツの振興、④パラアスリートの競技力向上にテーマを絞って、講義が行われ、ASEAN カ
ウンターパートからも日本政府のスポーツ政策に対する関心から、多くの質問が寄せられた。 
 

 2 日目（1 月 28 日）冒頭に開会セレモニーを行い、ASEAN 事務局より Joel de Leon Atienza 氏
挨拶、ASEAN 各国カウンターパート代表者としてマレーシア PETE カウンターパートである
Solehah binti Misron 氏からの挨拶と本ワークショップにおける決意表明があった。その後実施
組織（日本体育大学）を代表し、プロジェクトリーダーの岡出教授が歓迎メッセージを送ると
共に、対面式ワークショップの目的・方向性を共有した。同日は、佐藤教授、永田准教授（共
に筑波大学）および戸村講師（福山大学）の日本人有識者が、前年の対面式ワークショップで
ブレインストーミングした ASEAN 各国の障がい者スポーツ（SPD）振興を目途としたアクシ
ョンプラン策定支援を目的に、講義並びにグループ・ディスカッションを行った。その結果、
本年度 SPD カウンターパートを選任しなかったシンガポール以外の 10 か国がアクションプラ
ンを事業アウトプットとして策定するに至った。 

 
 3 日目（1 月 29 日）は終日、体育教師教育（PETE）分野に割り当て、前年度の対面式ワーク

ショップ、本年度のオンライン・ワークショップで議論、素案の作成・再考を重ねてきた
ASEAN 各国文脈に応じた PETE スタンダード（ガイドライン）案のプレゼンテーション、グ
ループ・ディスカッション、改訂作業、改訂版の全体共有を行った。これらの PETE スタンダ
ード（ガイドライン）は、前年度に米国版スタンダード（SHAPE, 2017）を参照し、各条文を
各国文脈（社会的・制度的文脈、固有の課題、活用可能なリソース等）に鑑み、再考を重ねる
プロセスを経て、素案を考案した経緯がある。本対面式ワークショップではグループ単位での
議論を通じて、詳細を再検討し、各条文、記載内容をより現実的且つ明示的にすることを目途
とした。また岡出教授より、米国版スタンダード内容が再度参照された後、ASEAN 各国案に
追加すべき視座が随所で助言された。本年度 PETE カウンターパートを選任したものの、対面
式ワークショップに派遣しなかったベトナム以外の 10 か国が、スタンダード（ガイドライン）
案もしくは構想をアウトプットとして共有した。 

 
 4 日目（1 月 30 日）午前は、前日議論した PETE スタンダード（ガイドライン）案に関する総

括を岡出教授が行い、閉会セレモニーを行った。その中で、ASEAN 事務局 Joel de Leon 
Atienza 氏、またスポーツ庁を代表し根井礼子氏より同ワークショップ内容に対する講評を受け
た。全 ASEAN カウンターパートおよびオブザーバーの積極的な参画、日本人有識者の熱心な
関与、ワークショップの成功とアウトプットに対し高い評価を受けた。また次年度以降の本事
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業の継続と発展への期待が表明された。その後、ASEAN カウンターパートを代表し、カンボ
ジア SPD カウンターパートである Yi Sopheaktra 氏がスポーツ庁をはじめとする日本側への謝
意、ASEAN 各国の体育教師教育並びに障がい者スポーツ分野における相互協力の重要性と、
本事業を発端に形成された専門職学習集団（Professional Learning Community）への各自の積
極的貢献への期待が述べられた。最後に岡出教授が、主催者側並びに日本人有識者を代表し、
全関係者の尽力への謝意と継続的に相互扶助、忌憚のない情報・意見交換を行ってゆく方針が
共有された。同日午後は、筑波大学附属大塚特別支援学校を訪問し、同校の高校生（知的障が
い）を対象とした体育授業 2 コマを視察した。日本の特別支援学校でどのような目的のもと、
授業内容、生徒への配慮が単元計画に盛り込まれ、授業の中で実践されているかを見学した。
加えて、現職教師との懇談を通じ、体育授業の実態を現場の声から学ぶ機会を得た。ASEAN
カウンターパート数名からは、「日本の特別支援学校の体育は、生徒の心身の生育・健康や楽
しみを念頭に、生徒の将来を見据えた長期的視点から事前に綿密に計画、準備され、複数の教
員の協働により、スポーツへの親しみやすさ安全性にも十分配慮され、行われていることに感
銘を受けた」との感想が述べられた。 

 
 最終日 5 日目（1 月 31 日）は終日、筑波大学附属中学校にて開催された「体育・保健体育科合

同研究科」と題した体育授業研究に一同参加した。附属小学校、中学校並びに高校の体育授業
が順次行われ、授業の様子を視察すると共に、授業を行った教員の振り返り、授業観察に参加
した他教員からの質疑、助言、改善指導等、一連の「良質な体育授業」の為の体育教師教育
が、日本ではどのような方法、内容、目的で行われているかを体験する機会となった。一部の
ASEAN カウンターパートからは、自国での体育教師教育との違いを確認しつつ、体育教師
間、コミュニティ全体のスキルアップ、教授法をはじめ知見共有の場、アクションリサーチ並
びに実践共同体（Community of Practice）としての機能に注目が集まっていた。日本で採用さ
れる方式を自国に取り入れてみたいとの声も聞かれた。本活動を以って、対面式ワークショッ
プの東京開催を滞りなくして終えることができた。 
 

実施組織（日本体育大学）として、本事業開始以降、ASEAN カウンターパート間で強く要望さ
れた日本のグッド・プラクティスの共有、現場視察、日本の体育・スポーツ政策担当者、学校な
ど現場で尽力する現職教師等との懇談、意見交換を実現できたことに対し、関係するスポーツ庁
ご担当者様、ご登壇者様、視察先の関係者皆様のご高誼に心より御礼申し上げたい。また ASEAN
事務局より参加いただいた 2 名の職員の方々にも、次年度以降の事業実施のへのご理解、ご協力に
深謝する次第である。 
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（障がい者スポーツに関わるワークショップ） 
 アクションプランの見直し方針 

 学校内外の関係者を特定し、関与を求め、障がい生徒の体育に関する現行方針とサービスを評
価する。 

 障がい生徒への適切なサービスのための入学、卒業、配置基準を定めるガイドラインを策定す
る。児童のアダプテッド体育またはスポーツ・サービスへの適格性の判断には、児童生徒の現
在のパフォーマンスレベルを評価するための適切なテスト方法と、保護者や教師などの関連情
報源を含める必要がある。 

 2025 年度のゴール 
 策定中の SPD アクションプランに基づき、各国のアダプテッド体育または障がい者スポーツに

関して、カウンターパートが直ちに解決すべき緊急課題を共有する。 
 解決すべき課題に緊急性を有さないものもある。カウンターパートが、各国のアダプテッド体

育または障がい者スポーツに関して解決すべき長期的な課題と問題点（3～5 年計画）を区分
し、共有する。 

 グループ内で共通の課題と問題点を見つけ、各国のアダプテッド体育または障がい者スポーツ
に関して、他のカウンターパートと協力し、問題解決計画を考案し、共有する。 

 結論 
 体育教師教育（PETE）、アダプテッド体育そして障がい者スポーツの各分野は、専門的研

修、協働ネットワーク、実践経験の機会、そして社会的正義とインクルージョンの推進活動を
通じて密接に関わり合っている。 

 SHAPE America は、包摂（Inclusion）を基本理念とし、能力、背景、性別に関わらず、すべて
の生徒が公平に身体・健康リテラシーを習得できるよう支援することを主旨とする。それらに
関わるポジティブな文化の構築、活動内容の変容、多様なコミュニケーション（視覚・聴覚）
活用、そして生涯にわたる有意義でアクティブなライフスタイルのための多様なニーズへの対
応に重点を置く。 
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（アウトプットとしての「障がい者スポーツ振興を目途とするアクションプラン」について） 
 本ワークショップでの議論を経た ASEAN10 か国のアクションプラン概要は表 6 の通りである。 
 

表 6 ASEAN 各国の障がい者スポーツ振興アクションプラン記載（概要） 
国名 アクションプランの柱と進捗 

ブルネイ・ 
ダルサラーム 

 ステークホルダーへの情報共有と協働（実施中） 
 School Games への障がい生徒の参加拡大（実施中） 
 学校体育カリキュラムの見直し、改訂（実施中） 
 体育教師教育の継続的質向上（検討中） 

カンボジア  各県における障がい者スポーツ委員会の設立（未実施） 
 国内障がい者スポーツコーチの能力開発（未実施） 
 次回パラリンピック出場選手の育成・選抜（未実施） 

インドネシア  パラスポーツ・フェスティバルの開催（実施中） 
 学校教員を対象としたパラスポーツ・トレーニングの実施（実施中） 
 障がい者の為の Physical Fitness Test 評価の標準化（未実施） 

ラオス  障がい者スポーツコーチおよび選手の能力開発（未実施） 
 パラスポーツに対する国民の理解促進（未実施） 

マレーシア  体育教師の専門職学習集団の形成（政府内提案中） 
 障がい者スポーツへの最新実践適用のためのマニュアル改訂 

（ワークショップ開催済み） 
 より広いコミュニティの参加を促すパラスポーツ・リーグの創設 

（パイロット事業を実施中） 
ミャンマー  障がい者スポーツ参加のニーズ調査（実施中） 

 学校・地域社会におけるアダプテッド・スポーツ、レクリエーションと競技の道
筋の整備（検討中） 

フィリピン  パラスポーツ・カリキュラムの策定と実施（承認待ち） 
 公立学校におけるスポーツクラブの制度化に関する政策ガイドライン 

（実施評価・モニタリング中） 
 障がい者スポーツマニュアルの策定（実施中、一部政策考案中） 
 国立スポーツアカデミーにおける基礎教育の障がい生徒のためのスポーツ機会の

提供（検討中） 
シンガポール （SPD カウンターパート未選任により、同国 Disability Sports Master Plan 2024 の記

載を引用、紹介した。） 
 障がい者スポーツ活動やプログラムへのアクセス向上 
 障がい者スポーツとインクルーシブスポーツ活動に関する認知度向上 
 高いパフォーマンスレベルでスポーツを行うことを望み、その可能性を有する障

がい者の夢の実現 
 障がい者スポーツのためのパートナーシップ促進 

タイ  革新的なインクルーシブスポーツ活動の実施（実施中） 
 メディアを通じたパラスポーツの認知と参加の向上（実施中） 
 パラスポーツ・トレーニング・マニュアルの開発（実施中） 

東ティモール  現職体育教師向けのインクルーシブ体育・スポーツ実施能力開発（未実施） 
 パラスポーツ教育を通じた障がい者包摂の推進と政策調整（未実施） 
 社会統合のためのユニファイドスポーツとインクルーシブ体育の推進（未実施） 

ベトナム  障がい者のスポーツ機会へのアクセシビリティ改善（国内議論展開中） 
 障がい者スポーツクラブの創設拡大（国内議論展開中） 
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（総括）本年度は、日本人有識者による事前のヒント、示唆の提供、議論の方向付けにより、障が
い者スポーツの議論に、従来強調されていた「エリート・パラスポーツ」の強化という視点に、
「草の根レベルでの障がい者スポーツ機会拡大」の重要性への認識から、学校や地域社会をその発
信地点並びに活動のベースとする考え方が新たに ASEAN 各国カウンターパート間で共有されたと
捉えている。これは本年度の成果であり、また ASEAN Workplan 2021-2025 や ASEAN Persons with 
Disabilities in Sports Conference 2025 で採択された Joint Statement の内容に一致するものであると
評価している。 
 
（体育教師教育に関わるワークショップ） 

 ASEAN 体育教師教育スタンダード（ガイドライン）案の考案について 
 各国が体育教師教育における共通目標を共有し、自国の体育教師の現状を評価し、国内 PETE

プログラムを改善するためには、体育教師のための共通スタンダード（ガイドライン）策定が
不可欠でと考える。 

 本ワークショップでは、各国文脈を反映し、体育教師に求められる能力・資質を明示する文書
案の作成を目指す。 

 これらの文書の比較・議論を通じ、全 ASEAN 加盟国が合意できるバージョン策定のベースと
する。 

 ASEAN 全体の PETE プログラム強化に向けた政策立案を支援するための関連文書策定も検討
する。 

 ワークショップにおける作業の流れ 
 ASEAN における PETE スタンダード（ガイドライン）の重要性の確認 
 各加盟国におけるインクルーシブで良質な体育のための PETE スタンダード案の策定過程にお

けるレビューと課題の特定 
 PETE で習得すべき知識、スキル、能力、価値観を共有し、各国の PETE スタンダード案の改

訂を行う。 
 各国 PETE スタンダード改訂案の全体共有とフィードバック 
 ASEAN における PETE スタンダード案策定に係る今後の方向性に関する議論 

 スタンダード（ガイドライン）案改訂の際の留意点 
 ターゲットの特定（どのような教員、体育専科教員、体育授業を受け持つ一般教員等） 
 スタンダード内容の実効性、現実可能性 
 K-12 カリキュラム開発のスタンダードとの整合性 
 全ての教育レベルの経験豊富な体育教師のスタンダード立案への関与促進 
 米 国 版 ス タ ン ダ ー ド （ SHAPE, 2017 ） の 理 解 と 自 国 文 脈 へ の 翻 訳 的 適 応 （ Translative 

Adaptation） 
6 つのスタンダード（①コンテンツに関する知識、②指導内容に関連した運動技能と体力、③
計画立案と実施、④指導法とマネジメント、⑤生徒の学習の評価、⑥専門的学習責任） 
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（アウトプットとしての「体育教師教育スタンダード（ガイドライン）案」について） 
 本ワークショップでの議論を経た ASEAN10 か国の PETE スタンダード案概要は表 7 の通りであ
る。 
 

表 7 ASEAN 各国の体育教師教育スタンダード案概要（2026 年 2 月時点） 
国名 スタンダード案における特記事項 

ブルネイ・ 
ダルサラーム 

 インクルーシブで安全かつ生徒中心の体育授業を設計・実施する能力 
 多様な能力とニーズに合わせて体育活動を適応させる能力 
 優れた教育内容の知識と実践的な指導スキル 
 PETE の成果を国のカリキュラムおよび教育目標と整合させる能力 

カンボジア  米国版スタンダード（SHAPE, 2017）をベースとし、カンボジア国内の生徒の学
齢や個別のニーズに応じた体育を教えられる能力および授業計画能力、リソース
の有効活用能力、生徒や教員自身の評価実施能力 

インドネシア  （体育教師教育スタンダード案の考案により）学校体育の目標を、身体活動を通
じて有意義な経験（meaningful experience）を提供することと再定義すると共
に、（様々な特徴の生徒の）生涯にわたるスポーツへの参加意識を育み、より長
く生きるだけでなく、より良く生きることに繋げる。 

ラオス  現行の体育カリキュラムに整合した教授法を行う上で求められる能力、資質、経
験、知識、価値観を規定するスタンダードを考案する。 

マレーシア  PETE スタンダードは、包括的、適応的、そして人間中心の体育教育を実施する
ための知識、スキル、そして態度を体育教師に身につけることを求めるものであ
る。 

 特別支援教育（SEN）の児童生徒の能力に合わせた適応型体育カリキュラムとの
整合、運動能力、体力、健康知識の明確なベンチマーク、個別教育計画能力の反
映は必須である。 

ミャンマー  国際スタンダードに関連性を担保しつつ、地域的な流動性、協力、文化、資源に
配慮し、ASEAN 特有の要素を反映し、ASEAN 各国に適応可能であることが保証
されることが望まれる。 

フィリピン  インクルーシブ体育とアダプティブスポーツのための地域社会との連携パートナ
ーシップ 

 アダプティブスポーツの能力を通じ、多様なニーズを持つ学習者を支援できるよ
う教師を育成することで、体育における完全なインクルーシブ性の実現 

 インクルーシブ体育、アダプティブスポーツ実施環境の安全を重視し、基礎教育
と教育法の習得に長け、状況に応じた低コストの学習リソースを作成できる体育
教師の能力 

シンガポール  すべての子どもの総合的な発達という体育の目的を達成する能力 
タイ  生徒の身体的・精神的な潜在能力を引き出す能力 

 他の体育教師の経験や知識から学んだことを実践する能力など 
東ティモール  現行の体育カリキュラムの更新内容に応じた体育授業の実践能力 

 体育に特化した教師教育スタンダード案策定自体を目指す。 
ベトナム （PETE カウンターパート不参加） 
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（スタンダード案に係る総括）ASEAN 各国が体育教師教育スタンダード（ガイドライン）に反映
すべきと考える養成段階もしくは現職体育教師に求める能力、資質、知識、経験、価値観等は概ね
下記に集約される。 
 

 適応能力: 多様な能力やニーズに合わせて体育活動を調整する必要性 
 教育知識: 優れた教育内容に関する知識と指導スキル 
 カリキュラムとの整合性: 国の教育目標やカリキュラムに沿った授業計画立案能力 
 生涯スポーツ促進: 身体活動を通じた有意義な経験を生徒に提供し、生涯にわたるスポーツ参

加意識を醸成 
 評価能力: 生徒や教員自身の評価を実施するスキル 
 地域適応: ASEAN 各国文脈、地域社会のニーズ、特性を考慮した教育内容の柔軟な取り込み・

反映 
 インクルーシブ教育: 特別支援教育に対応したカリキュラムの基づく指導能力、配慮 
 個別指導計画: 多様なニーズを持つ学習者を支援できる計画立案スキル、教具等の創意工夫 
 安全重視: 体育環境の安全確保の意識 
 総合的発達への理解: すべての子どもの発達を促進することが体育の目的との認識、価値観 

 
これらの要素を踏まえ、体育教師教育スタンダード（ガイドライン）を策定することが望まれて

いることが分かった。 
 

（ワークショップを終えて）対面式ワークショップ実施後の各国カウンターパートおよびオブザー
バーを対象としたアンケート調査結果より、①対面式ワークショップ（情報共有と議論の機会）実
施の重要性、②各カウンターパートが本事業コミュニティ内で何をすべきかが明確になった点、③
専門職学習集団(PLC)に対する帰属意識、主体的貢献意識の向上、④各国間協働へ向けた具体的な
動き・対話、⑤次期事業への期待感、積極的参画姿勢が読み取られた。他方、各国が策定し、実施
段階にある体育教師教育ならびに障がい者スポーツ分野のアクションプランの各国内における重要
性の認識、実施進捗は、各カウンターパートの組織内での身分や立場、政府組織間の連携・協働体
制の有無、政策提言から実施に向けた手続きやメカニズムに格差があることを改めて認識するに至
った。本ワークショップで各国が考案した体育教師教育スタンダード（ガイドライン）案について、
「より強制力のあるスタンダード（基準）との文言にするか、強制力のないものの遵守が推奨され
るガイドライン（指針）」とすべきかの議論は別途ある。この議論は、各国により解釈が異なるた
め、本事業では現状「スタンダード」とするものの、共に文書の社会的信頼性を担保する意味では、
どちらでも支障は無いと考えている。体育教師教育スタンダード（ガイドライン）案の ASEAN 版
の策定は、日 ASEAN の枠組み全体での合意形成プロセスと各国で内容のより深い検討・議論、将
来的な運用を視野に、次年度（2026 年度）以降の事業活動を通じ、ASEAN 事務局やスポーツ庁と
も擦り合わせながら、慎重に進めることとしたい。最終的には、ASEAN版体育教師教育スタンダー
ド（ガイドライン）が確立され、各国の社会的・制度的文脈、課題、ニーズ、活用可能なリソース、
価値観等に応じ、翻訳的適応（Translative Adaptation）の過程を経て改編、社会実装されることが
期待される。その為には中長期でのより具体的な支援が日本側に求められる。 
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（成果）令和 7（2025）年度の対面式ワークショップは、過去 4 年間（令和 3～6 年度：2021～2024
年度）で基盤を確固たるものとした専門職学習集団（Professional Learning Community: PLC）に対
する各国カウンターパートのオーナーシップ（帰属意識、当事者意識、主体性）と次期事業への参
画モチベーションを総じて高め、各国カウンターパートの自発的な取組みとして、インドネシアを
はじめとする国内ステークホルダーで構成される実践共同体（Community of Practice）の形成、定
期的な講習の開催や、マレーシアやシンガポール等で運用されている教育ブループリント、体育シ
ラバス、教師教育ガイドライン等の公開文書が PLC 内で共有される等が見られるようになったこと
が最も顕著な成果であったと捉えている。これらの新たな動きは、次期事業のベースとなるアウト
カムの創出と評価している。これは事後アンケート結果から、各国カウンターパートの関係がより
親密且つ強固なものになってきていることに起因するものと考える。 

今後チェンマイ宣言を踏まえ、令和 12（2030）年度以降の PLC の持続可能性と発展性を念頭に
置きつつ、その過程で得られる新たな知見、グッド・プラクティス、革新的な取り組みの他、今般
策定されつつある ASEAN の体育教師教育スタンダード（ガイドライン）原案、体育教師教育の改
善・強化並びに障がい者スポーツ振興アクションプランの今後の実施状況等を日 ASEAN の枠組み
より世界に向けて発信して行けるよう、尚一層、有効な事業企画、実施方法を模索したい。また、
各国カウンターパート個人レベルでの ASEAN 各国の体育教師教育、障がい者スポーツの実情や課
題に係るより深い理解、知見の獲得、その他政策立案、提言、ステークホルダーとの関係構築、施
策、見直し等、一連のノウハウ習得、能力開発に繋がった事も、事業アウトカムとして評価してい
る。今後各国カウンターパートの自発的な事業活動、コミュニティへの貢献を尚一層促すと共に、
事業アウトカム、インパクト、各国における裨益拡大も実施組織（日本体育大学）として把握、発
信して行けるよう、方法を模索して行きたい。 
 
（まとめ）ワークショップ開催により判明した事項は以下の通り。 

 インクルーシブな体育教師教育の ASEAN スタンダード（ガイドライン）の策定に対する高い
意欲・期待感が各国カウンターパートに共通してみられる。 

 健康維持および運動能力向上以外の体育の役割、もたらす効果、学校体育におけるインクルー
シブの観念が反映、考慮されることの重要性等がカウンターパート間で共有され、共通認識と
して定着した。 

 日本を含めた他国のインクルーシブな体育教師教育、障がい者スポーツにおけるグッド・プラ
クティスから学びたいという意識が多くの ASEAN 諸国に見られている。 

 事業カウンターパートの政策提言の意義の理解、方法、ノウハウを個人の能力として更に蓄積
した。 

 事業の方向性、自国の課題、自身の行うべきことがより明確になってきたことに伴い、事業カ
ウンターパートに本事業に対するオーナーシップ（帰属意識、当事者意識、主体性）が共有さ
れ、向上した。 

 体育教師教育、障がい者スポーツ分野において本事業カウンターパートを中心とした専門職学
習集団（Professional Learning Community：PLC）が確立され、機能し始めた。他方、将来的
な自走の為にはリーダー人材の発掘・育成が必須になる。 

 上記 PLC の延長上に、関係ステークホルダーで構成される実践共同体（Community of 
Practice）が各国内で形成され始め、事業内容、アウトプット、アウトカムが共有され始めて
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いる。 
 各国カウンターパートおよび各自の所属機関間の協働関係が自然に行われる状況が散見され始

めた。また各国で運用されているインクルーシブで良質な体育のための体育教師教育、障がい
者スポーツ等に係る制度、公開されている公的文書、資料、情報が、各国間もしくは事業全体
で自発的に共有される関係性、環境が整ってきた。 

 本事業で投稿された障がい者スポーツに係る学術論文を発端に、マレーシアが国際会議を主催
する動きが出始めた。また、本事業カウンターパートが同会議の企画・運営を主導し、深く関
与した。 

 障がい者スポーツに特化したアクションプラン案の策定が進み、今後各国で具体的実施が見込
まれる。 

 体育教師教育の改善・強化を目途とするアクションプランの各国における実施は、継続的なフ
ォローアップが必要である。 

 本事業への関与、岡出教授をはじめとする日本人有識者の指導、助言等を受け、体育教師教
育、アダプテッド体育、障がい者スポーツにおける研究を深めたい人材が現れている。 

 対面式ワークショップに関する事後アンケートにより、事業目的の理解度、理論や議論を社会
実装に繋げる重要性、次期事業への積極的参画の姿勢が確認されるに至った。 

 
5) 体育教師教育カウンターパートを対象としたインタビュー調査 
【実施時期】令和 7（2025）年 12 月～令和 8（2026）年 3 月 
 
（概要）令和 3（2021）年度より 5 年間実施されている本事業の体育教師教育部門に関し、事業実
施内容を客観的に評価することを主な目的として、岡出教授（日本体育大学）は同分野の ASEAN
数か国のカウンターパートを選抜し、インクルーシブで良質な体育のための体育教師教育（PETE）
の改善・強化に関連し、各自の本事業前後での意識、能力、価値観等における変化に関するインタ
ビュー調査を、本年度事業活動の一環で行うこととした。同インタビュー実施にあたり、岡出教授
の他、佐藤教授、永田准教授（筑波大学）並びに Mi AN 特別研究員（日本体育大学）が中心となり、
質問項目等の検討を重ね、インタビュー調査を現在実施中、各自の回答データを収集している。今
後、全インタビューを完了後、結果を取り纏め、学術論文を策定の上、国際学会もしくは学術誌上
で、令和 8（2026）年度中の発表を目途としている。この調査により、本事業が各カウンターパー
トのステータス、能力開発、意識の変化、より広い視座の獲得、知識や経験の社会実装等にどのよ
うな影響をもたらし、それらを客観的に評価することに繋げることを意図している。加えて、
ASEAN 域内に構築した体育およびスポーツ高級実務者レベルで構成される専門職学習集団
（Professional Learning Community）の自走、持続可能な発展の重要性を裏付けると共に、またそ
のプロセスにおける日本の寄与を内外に示す好機と捉えている。 
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第 2 節 障がい者スポーツ分野 
 
1) 障がい者スポーツに関するオンライン・ワークショップの展開（概要） 
【実施時期】令和 7（2025）年 11 月 4 日（火） 
 
（概要）本オンライン・ワークショップ冒頭で佐藤教授（筑波大学）、永田准教授（筑波大学）お
よび戸村講師（福山大学）は、本セッションの目的を 2026 年 1 月に東京で予定されている対面式ワ
ークショップに向けて、ASEAN各国事業選任代表者（カウンターパート）が、障がい者スポーツ振
興に特化したアクションプランを各国の文脈（背景、課題、強み、ニーズ、利用可能な資源等）を
基に策定できるよう準備することであると共有しスタートした。これにより令和 7（2025）年 2 月
にベトナム国ハノイで開催した対面式ワークショップでのアクションプラン策定のためのブレイン
ストーミング等の結果を受けて、本年度対面式ワークショップでその文書化を目指す上での準備作
業と、本オンライン・セッションを位置付けた。尚、既述 3 名の日本人有識者それぞれが短時間の
問題提起を行い、それぞれのテーマに関し、ASEAN各国がグループ・ディスカッションを行い、話
し合った内容を全体共有する形で進められた。 
 
A.（佐藤教授）佐藤教授の研究は、ラオスの中等学校における体育授業の発達遅滞児の学業成績と
社会性に対する影響に関する保護者の期待を探るものであり、主なポイントは以下の通りであった。 

 保護者の期待: 発達遅滞児が同年代と社会性を育めるよう、年齢相応の体育の授業を希望して
いる。 

 体育のスキル: 体育を通じて身につけたスキルが、地域活動や友人作り、自立に資すると期待
されている。 

 社会経済的懸念: 高額な自閉症センターの費用、公的サービスの選択肢の少なさ、経済的不安
が保護者の支援に影響を及ぼしている。 
 

佐藤教授からは、保護者が学校生活や支援方法に関する知識を深める必要があり、学校やサービ
ス提供者は保護者と連携して支援を改善することが求められている点が指摘された。加えて、
ASEAN各国の障がい児のスポーツ参加に関する保護者の理解の重要性について議論され、身体活動
の利点や法的状況の理解も強調された。全体的として、親の理解が子どもの身体的および精神的発
達に重要であることが確認された。 

 
（議論テーマ）各国において、障がいのある子どもがスポーツや身体活動に参加する際に、親はど
のような知識を持つべきか？ 
（各グループの議論概要）インドネシア、マレーシア、ブルネイは、身体活動のメリットや法制
度・政策の理解を重視し、特に保護者に体育の価値を伝えることの重要性を強調した。タイ、東テ
ィモール、ラオスのグループも、保護者が子どもの身体的・精神的ニーズを理解し、適切な活動を
提供することが最優先と結論付けた。シンガポール、カンボジア、ミャンマーのグループは、身体
活動の利点やリソースの認識、個々のニーズへの理解が重要であるとし、特に障がいのある子ども
の親に対して、社会とのつながりの重要性を強調した。本パートの結論は、保護者の理解が子ども
の発達支援に不可欠であるとの意見に概ね集約された。 
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B.（戸村講師）戸村講師の発表は、ラオス人民民主共和国における多年齢学級での発達障がい児に
対する体育指導の現状と教員の経験を調査したものであった。同研究では、教員が直面する課題や
問題解決戦略、校長の役割に焦点を当てていた。主要な課題には、発達遅滞児の行動問題や教員研
修の不足、指導方法の多様性が求められることが挙げられ、概ね以下 3 点に纏められた。 

 専門家ネットワーク：専門家による支援ネットワークが教員の自信回復に寄与すると示唆され
た。 

 保護者との連携：校長、教員および保護者間のデジタルコミュニケーションが発達遅滞児の学
習を強化することが示唆された。 

 役割分担：校長、教員、保護者の役割分担が発達障がい児の包摂を促進し、社会的スティグマ
を軽減する可能性が示唆された。 

 
学校は専門家ネットワークを構築し、校長は外部の知識を積極的に取り入れるべきと提言した。

また、全校的な行動管理プログラムを実施することで、インクルーシブな学習環境を促進すること
が重要であると考えられた。本パートの議論では、校長のリーダーシップ強化や専門家ネットワー
クの構築、教師間の連携促進に向けた支援システムについて、それぞれの国における具体的な提案
や課題を検討した。 
 
（議論テーマ）あなたの国では、校長のリーダーシップを強化し、専門家ネットワークを構築し、
障がいのある児童生徒の体育指導における教師間の連携を促進するために、どのような支援や制度
が必要か？教員の専門能力開発プログラム、NGO 等との連携、校長間のネットワーク、あるいは
政策・行政支援などを検討されたい。もしくは校長が直面しうる課題、それらの問題の対処方法を
共有されたい。 
 
（各グループの議論概要） 

 グループ 1（インドネシア、ブルネイ、カンボジア、ミャンマー） 
 インドネシア：発達障がい者への指導強化のため、校長間のネットワーク構築が重要。イン

クルーシブ体育には教師と保護者の支援が不可欠 
 ブルネイ：日本の大学との連携等を通じて、特別なニーズのある生徒への指導改善に取り組

む重要性 
 カンボジア：国家戦略計画と NGO との連携で、教師の能力開発とインクルーシブ実践の促進

が必要 
 
 グループ 2（タイと東ティモール） 

 両国も校長のリーダーシップ育成に関する課題を抱えている。 
 タイ：研修プログラムの統一性の欠如、継続性の欠如が指摘され、明確な方針が必要 
 両国とも、専門能力開発と校長のリーダーシップ強化には、リソースと明確な方針が必要と

した。 
 
 グループ 3（マレーシアとシンガポール） 

 シンガポール：校長との専門能力共有が障がい者のインクルーシブスポーツ意識向上に必要 
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 マレーシア：聴覚障がい者向け特別支援学校設立を例示し、正式手続きの必要性を強調し
た。尚、このスポーツに特化した特別支援学校（Special Education Sports School：13-17 歳対
象）設立に向けた情報収集の会議が 2026 年 3 月に開催されている。 

 専門能力共有が校長支援とインクルーシブプログラム拡大の出発点となると結論づけた。 
 
C.（永田准教授）永田准教授は、ラオスにおける障がい者のスポーツ参加が地域社会への参加を促
進し、健康に与える影響を調査した。同研究では 106 名の障がい者を対象に、スポーツ参加が身体
的・精神的健康に与える効果を評価した。主な調査結果は、アスリートとしてのアイデンティティ
が高いほど、モチベーションや健康状態が向上することが示された。スポーツ参加者は地域社会活
動への関心も高く、アスリートとしてのアイデンティティを促進することが重要であると示唆され
た。加えて、各国の障がい者スポーツ政策について、特に ASEAN 諸国が障がい者のスポーツ参加
を人権として認める重要性が強調された。各国の取り組みには、障がい者のスキル向上や社会参加
を促進するプログラムが含まれており、平等な待遇を目指すための課題の議論も重要であるとした。 
 
（議論テーマ）障がい者、パラスポーツ・プログラムを運営する政府職員、政策立案者といった
様々なステークホルダーの視点から、自国における障がい者のスポーツ参加における望ましい成果
について考察し、これらの成果がなぜ重要かを議論されたい。 
（各グループの議論概要） 

 グループ 1（タイ、東ティモール、ブルネイ・ダルサラーム） 
 タイ：障がい者のための国家タレント発掘プログラムを実施し、健康的なライフスタイル促

進が成果 
 東ティモール：スポーツ参加を通じて障がい者のインクルージョンを推進することが成果 
 ブルネイ：特別なニーズを持つ生徒のスポーツ参加を奨励し、自立生活スキルを育成するこ

とが成果 
 
 グループ 2（シンガポール、インドネシア、カンボジア、ミャンマー） 

 シンガポール：パラスポーツを通じた障がい者の雇用機会向上を最終的な成果と位置付け
た。 

 インドネシア：政府のパラスポーツ・プログラムを通じた障がい者の社会参加の促進を重要
とした。 

 カンボジア：スポーツ・フォー・オールにより障がい者のスポーツ参加を保障することが重
要とした。 

 ミャンマーは政策立案者の関与を強調 
 

 グループ 3（マレーシアとラオス） 
 マレーシア：高額賞金が障がい者のスポーツ参加を促進し、国民的関心、誇りを高めること 

を成果とした。 
 障がい者間の平等な待遇を目指すが構造的課題があり、デフリンピック選手支援が不十分。 
 マレーシア政府は障がい者全体にスポーツ文化を育む取り組みを包括的に進める方針を共
有。 
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（結論）全体的に、ASEAN 各国は障がい者スポーツを通じ、障がい者の健康や社会参加を促進し、
平等な機会を提供する努力を進めることを目指しているが、本オンライン・セッションで各国から
挙げられた課題を解決するための包括的なアクションプラン策定が望まれると 2026 年 1 月の対面式
ワークショップでの議論を方向づけた。 
 
2) 障がい者スポーツに関する学術論文の投稿、公開 
【公開時期】随時 
 

令和 7（2025）年度に本事業が発表し、公開した学術論文は、下記 ASEAN 加盟国における障が
い者スポーツ分野にかかる 3 本である。 

 
 カンボジア 障がい者スポーツオンライン調査に係る論文（筆頭著者：永田真一准教授〈筑波大

学〉） 
⇛（論文）(Un)sustainability of the elite parasport development system in a Least Developed Country: 
an investigation of Cambodian para-Athletic career pathways 
（Managing Sports and Leisure 誌：2025 年 5 月公開済み） 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23750472.2025.2513947 
 

 ラオス 障がい者対象のスポーツ実施・非実施に係る量的調査に係る論文（筆頭著者：永田真一
准教授〈筑波大学〉） 

⇛（論文）No parasport development without social change: An investigation of parasport development 
constraints in the Lao People’s Democratic Republic  
(Journal of Sports for Development 誌：25 年 8 月公開済み) 
https://jsfd.org/2025/08/20/no-parasport-development-without-social-change-an-investigation-of-
parasport-development-constraints-in-lao-peoples-democratic-
republic/?fbclid=IwY2xjawPVUehicmlkETF2M3BWYnpOeFNlUHJ2a29lc3J0YwZhcHBfaWQQMjIy
MDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvOalSevZbVlLyd1uREksNHZ2IKVXDFEV20dioYh3W6vWBoAa5
jpmDvs2TTi&brid=N5au9VJITB_e9TbgI8WgTg 
 

 ラオス自閉症児童を持つ保護者対象の質的調査に係る論文（筆頭著者：佐藤貴弘教授〈筑波大
学〉） 

⇛（論文）Parents’ expectations of Academic and Social Performance Among Their Children with 
Developmental Delays in Physical Education at Secondary Schools in Lao People’s Democratic 
Republic（Quest 誌：26 年 1 月公開済み） 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00336297.2026.2616263?fbclid=IwY2xjawPVUchzc
nRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeh9awBi_Pv0BOLQHnOdmunAk1x_iBbpHXH
lZkl7jtmX9ro7RctDhB0HOYh1Q&brid=hR7frFi3oUTE8Cha-wgCog 
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（概要）ASEAN 各国の障がい者スポーツの実態調査に向けては、調査票開発の過程で、イギリス
の研究者との協議を経て、英語を母語としない国のカウンターパートにも理解しやすい語句の選定
にも配慮を加え、インタビュー調査票の開発および ASEAN 各国行政官を対象としたインタビュー
調査（新型コロナウィルス蔓延に伴うオンライン実施）、令和 4（2022）年度は調査対象国をカン
ボジアに、令和 5（2023）および令和 6（2024）年度はラオスに設定し、パラアスリート、パラス
ポーツコーチらを対象にインタビュー調査（オンライン、現地語通訳有り）等を実施した。本事業
で初めて策定、発表された学術論文「It’s about inspiring the greater community to continue 
supporting this sector: Elite sport success as a main policy objective for disability sport promotion in 
ASEAN member states」は、永田准教授（筑波大学）が国際学術専門誌「International Journal of 
Sport Policy and Politics」にオープンアクセスで公開、令和 8（2026）年 2 月 25 日時点で 2,743 回
の閲覧回数、他の学術論文における引用数 3 回となっており、本事業の実施効果に併せ、日本政府
の当該分野での貢献についても、国際レベルで一定の周知を得ているものと捉えている。また同論
文は、本年度 6 月マレーシア政府主催の「ASEAN Persons with Disabilities in Sports Conference 
2025」の基調講演のベースコンセプトと設定され、永田准教授（筑波大学）が基調講演者、岡出教
授（日本体育大学）がパネル・ディスカッション登壇者として招待を受けており、本事業における
体育教師教育および障がい者スポーツ研究の成果が、ASEANを拠点に広がりつつあることが周知さ
れた。 
 

その他、本年度公開済みの 3 本を合わせ、これまで計 6 本の学術論文を事業成果として発表、公
開している上、新たな論文（Review 中のものを含め）作成が進められている。 
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第 4 章 本事業における成果と今後の課題 
第 1 章 事業成果 

 
 今年度を含む過去 5 年間の活動実績は表 8 の通りである。 
 

表 8 令和 3～7 年度（2021～25 年度）の活動実績（概要） 

年度 体育教師教育（PETE）分野 障がい者スポーツ（SPD）分野 

2021 • 第 1 回オンライン・ワークショップ （PETE 改善・強化アクションプランの策定） 

2022 • 第 2 回オンライン・ワークショップ 

• PETE アクションプランの実施モニタリング 
• フォローアップ 

• 調査研究（ASEAN における SPD 全
般） 

• 調査研究（カンボジアの SPD） 

2023 • 第 3 回オンライン・セミナー 
• 第 1 回対面式ワークショップ（カンボジア開催） 

• PETE アクションプランのモニタリング 
• フォローアップ 

• 調査研究（ラオスの SPD） 

2024 • 第 4 回オンライン・ワークショップ（全 2 回） 
• 第 2 回対面式ワークショップ（ベトナム開催） 
  （PETE）ASEAN 体育教師教育スタンダード案に関する議論、グループ・ワーク 
  （SPD）ASEAN 各国における障がい者スポーツ振興に係るアクションプラン案の策定 
• インドネシア教育大学特別講義（岡出先生、佐藤先生） 

• ASEAN 体育スポーツ学会（ACPES）での
発表等 

• PETE アクションプランのモニタリング 
• フォローアップ 
• ブルネイ PETE カウンターパートの本邦招

聘 

• 調査研究（ラオスの SPD、学校体育
等） 

2025 
(本年度) 

• マレーシア政府主催「ASEAN Persons with Disabilities in Sport Conference 2025」へ
の参加（永田准教授：基調講演、岡出教授：パネル・ディスカッション登壇） 

• 第 5 回オンライン・ワークショップ（障がい者スポーツ） 
• 第 6 回オンライン・ワークショップ（体育教師教育） 
• 第 3 回対面式ワークショップ（日本開催） 

（PETE）ASEAN 体育教師教育スタンダード案に関する議論、グループ・ワーク 
（SPD）ASEAN 各国における障がい者スポーツ振興に係るアクションプラン案の策
定 

• カウンターパートのインタビュー調査 
（岡出教授） 

• インドネシア教育大学特別講義 
（佐藤教授、永田准教授） 
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今年度を含む過去 5 年間の成果物は表 9 の通りである。 
 

表 9 令和 3～7 年度（2021～25 年度）の成果物（概要） 

年度 体育教師教育（PETE）分野 障がい者スポーツ（SPD）分野 

2021 • ASEAN 各国の PETE 改善・強化アクショ
ンプラン 

- 

2022 • 各国アクションプラン（改訂） 
• 各国アクションプラン実施レポート 

• 調査・分析結果（2） 
• 調査・分析結果（3）  

2023 • 各国アクションプラン（改訂） 
• 各国アクションプラン実施レポート 

• 調査・分析結果（4） 
• 学術論文（2） 

2024 • 各国アクションプラン（改訂） 
• 各国アクションプラン実施レポート 
• 体育教師教育スタンダード（ガイドライ

ン）案 
• 学術論文（1） 
• ブルネイ PETE 招へいレポート 

• ASEAN 各国の障がい者スポーツ振
興アクションプラン案 

• 調査・分析結果（5，6，7，8） 
• 学術論文（3） 

2025 
(本年度) 

• 体育教師教育スタンダード案（更新版） 
• 各国アクションプラン実施レポート 

（回収中） 
• 調査・分析結果（9） 

• ASEAN 各国の障がい者スポーツ振
興アクションプラン案（更新版） 

• 学術論文（4，5，6） 

※調査・分析結果に付した（ ）内の数字は、同じ番号の学術論文に関連する。 
※上表中の学術論文に付した（ ）内の数字は、下記の学術論文（概要）と一致する。 
 
1）本事業にて策定・発表した学術論文（概要） 
 
（1）ASEAN 事業 PETE アクションプラン実施、Professional Learning Community 形成（岡出教
授） 
⇒（論文）Building Professional Community For Inclusive Quality PETE System Under ASEAN-
Japan Cooperation （Asian Journal of University Education 誌：2025 年 3 月掲載済み） 
https://ajue.uitm.edu.my/wp-content/uploads/2025/03/19-15-Building-Professional-Community-
For-Inclusive-Quality-PETE-System-Under-ASEAN-Japan-Cooperation.pdf 
 
（2）ASEAN 障がい者スポーツ・カウンターパート対象インタビュー、アンケート調査（永田准教
授） 
⇒（論文）It’s about inspiring the greater community to continue supporting this sector: Elite sport 
success as a main policy objective for disability sport promotion in ASEAN member states
（International Journal Of Sport Policy And Politics 誌：2023 年 8 月掲載済み） 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19406940.2023.2236635 
 
（3）ラオス SPD 関係者（パラアスリート、コーチ等）および体育指導経験を有する教員インタビ
ュー調査（佐藤教授） 
⇒（論文）Physical education teachers’ experiences in teaching lower secondary students in the Lao 
People’s Democratic Republic 
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（Curriculum Studies in Health and Physical Education 誌：2025 年 2 月掲載済み） 
https://drive.google.com/file/d/12nA_T24Jte1f1JgZEaIeucSqhTwTS_VM/view?usp=sharing 
 
2）本年度発表分 
（4）カンボジア SPD 関係者（パラアスリート、コーチ等）インタビュー調査（永田准教授） 
⇒（論文）(Un)sustainability of the elite parasport development system in a Least Developed Country: 
an investigation of Cambodian para-Athletic career pathways 
（Managing Sport and Leisure 誌： 2025 年 6 月掲載済み） 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23750472.2025.2513947 
 
（5）R5 年度ラオス実地調査に係る論文（永田准教授） 
⇛ （ 論 文 ） No parasport development without social change: An investigation of parasport 
development constraints in Lao People’s Democratic Republic 
（Journal of Sport for Development 誌：2025 年 8 月：掲載済み） 
https://jsfd.org/2025/08/20/no-parasport-development-without-social-change-an-investigation-of-
parasport-development-constraints-in-lao-peoples-democratic-
republic/?fbclid=IwY2xjawMXv0hleHRuA2FlbQIxMABicmlkETExTWFnSmZHME9kQ3NsTldNAR
6ElTC5vqS6-
Zjk6615YUk9doHNR3B2XrHeJenm7sQ8dWbv9k0S9m9klTmFrA_aem_vEbUknBXunvENcXqz6mt
mw 
 
（6）R6 年度ラオス自閉症児童を持つ保護者対象の質的調査に係る論文（佐藤教授） 
⇛（論文）Parents’ expectations of Academic and Social Performance Among Their Children with 
Developmental Delays in Physical Education at Secondary Schools in Lao People’s Democratic 
Republic （Quest 誌:26 年 1 月掲載済み） 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00336297.2026.2616263?fbclid=IwY2xjawPVUchzc
nRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeh9awBi_Pv0BOLQHnOdmunAk1x_iBbpHXH
lZkl7jtmX9ro7RctDhB0HOYh1Q&brid=hR7frFi3oUTE8Cha-wgCog 
 
3）策定中 
（7）R6 年度ラオス中学校教員対象の質的調査に係る論文（佐藤教授）Review 中 
（8）R6 年度ラオス自閉症の小学校生徒対象の質的調査に係る論文（戸村講師） Review 中 
（9）PETE カウンターパートの事業参画前後の変化に係るインタビュー調査に係る論文（岡出教授） 

データ分析中 
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第 2 節 令和 7 年度活動実績（概要） 
 
・体育教師教育分野（PETE）および両分野共通 

 ASEAN 各国選任事業代表者（カウンターパート）とのミーティング（オンライン） 
 マレーシア政府主催国際会議における事業成果発信、進捗共有、マレーシア、カンボジア事例

紹介 
 第 8 回日 ASEAN スポーツ高級実務者会議における事業成果発信、進捗共有、意見交換 
 ASEAN 各国カウンターパートを対象とした PETE オンライン・ワークショップの開催 
 ASEAN 各国カウンターパートを対象とした対面式ワークショップの開催（東京） 
 対面式ワークショップにおける ASEAN 体育教師教育スタンダード（ガイドライン）考案の為

のグループ・ワーク 
 体育教師教育カウンターパートを対象としたインタビュー調査の実施 
 SNS を活用した事業内容の広報および ASEAN 各国との情報共有・拡散 

 
・障がい者スポーツ分野（SPD） 

 国際セミナー等における事業成果発信、進捗共有 
 障がい者スポーツに関する学術論文の投稿、公開 
 ASEAN 各国カウンターパートを対象とした SPD オンライン・ワークショップの開催 
 対面式ワークショップにおける SPD 振興アクションプランの策定 

 
上記令和 7（2025）年度活動実績によりもたらされた成果（概要・順不同） 

 対面ワークショップの開催並びに、ASEAN 各国カウンターパートの次期事業参画への積極的
姿勢 

 ASEAN 各国カウンターパートおよび日本関係者間のより強固な信頼関係構築 
 ASEAN＋Japan の枠組みにおける専門職学習集団（PLC）形成と各自オーナーシップ向上 
 ASEAN 各国カウンターパートの活動範囲拡大、各国における事業効果波及 
 ASEAN 各国カウンターパートの政策提言、実施能力に係る人材・能力開発の更なる進展 
 ASEAN 各国政府上層部、スポーツ高級実務者会議における本事業理解向上 
 ASEAN 各国グッド・プラクティスの自主的な共有文化の定着 
 ASEAN における体育教師教育スタンダード（ガイドライン）原案 
 ASEAN 各国の障がい者スポーツ推進を目途とするアクションプラン原案 
 ASEAN 域内の障がい者スポーツに係る調査研究の進展、知見の発信 
 本事業への参画・貢献に起因する数か国のカウンターパートの昇進（過去に参画した人材を含

む） 
 本事業への参画に起因する研究者人材の育成（インドネシア・カウンターパートの国外留学

等） 
 事業活動継続方向性に関する ASEAN カウンターパート間のコンセンサス 
 ASEAN 各国への協力を通じた日本のプレゼンス向上等 
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第 3 節 本事業における成果と今後の課題 
1）事業成果 

令和 6（2024）年度は、第 2 回対面式ワークショップをベトナム国ハノイ市にて開催し、本令和
7（2025）年度事業活動の前段階として、体育教師教育（PETE）分野では ASEAN の体育教師教育
スタンダード（ガイドライン）案策定を目途とした情報整理、議論を、障がい者スポーツ（SPD）
分野では ASEAN 各国における障がい者スポーツ振興を目途とするアクションプラン考案のための
議論、概念整理等を行った。本令和 7 年度はそれら過去 4 年間で積み上げた事業成果（アウトプッ
ト、アウトカム）を踏まえ、各分野のオンライン・ワークショップの他、第 3 回対面式ワークショ
ップを東京で開催することがスポーツ庁によって許可されるに至った。これにより ASEAN 各国カ
ウンターパートの当初からの要望に応えることが叶った。加えて、ASEANに正式加盟が認められた
東ティモールの新規事業参画に伴い、ASEAN 加盟全 11 か国の事業参画等の物理的成果に加え、事
業内で形成された専門職学習集団（Professional Learning Community：PLC）に対するより深いオ
ーナーシップ（帰属意識、当事者意識、主体性）が ASEAN カウンターパート間に醸成され、各国
間の協働・相互扶助の関係が大幅に促進されるに資したと捉えている。各国からの自発的な情報共
有、話題提起等、これまでに見られなかった取組み、動きも ASEAN 各国間に生じてきている。本
年度は事業を開始した令和 3（2021）年から起算して 5 年目の節目であり、次年度以降の持続可能
な事業の発展性の維持、令和 12（2030）年度以降の事業成果の有効な活用、事業に端を発する専門
職学習集団（PLC）の自走を踏まえると、結果的に大きな意味を持つ事業年度となった。 
 

事業活動内容、進捗が事業関係者、カウンターパートのみならず、ASEAN各国政府上層部に共有、
理解され、高い評価を得ていることが令和 6（2024）年 10 月「第 7 回日 ASEAN スポーツ高級実務
者会合(SOMS+Japan)」で確認された。令和 7（2025）年 10 月「第 8 回 SOMS+Japan」でも本年
度および中長期での事業方向性、ヴィジョン共有が出来たことも、各国の継続的な理解・協力を得
る上で有効であった。併せて、その事実を各国カウンターパートに周知することで、本事業で各自
の果たすべき役割、事業のもたらす効果の理解度向上、自国内での各自の職務ステータスや事業に
関与するモチベーション向上に寄与したことも、各カウンターパートとの日々のコミュニケーショ
ンからも確認できている。具体的には、マレーシア・カウンターパートが、本事業有識者兼リーダ
ーである岡出教授（日本体育大学）および永田准教授（筑波大学）を、同国政府が ASEAN 
Workplan 2021-2025 に基づき主催した「ASEAN Persons with Disabilities in Sports 2025」に招待
し、登壇を依頼する等の新たな取組みも派生した。また、各国カウンターパートからシンポジスト
並びに司会が選出された（ブルネイ･ダルサラーム、カンボジア、マレーシア）。加えて、本事業へ
の関与、岡出教授をはじめとする日本人有識者の指導、助言等を受け、当該分野を深く研究したい
という人材が現れ始め、インドネシア・カウンターパートが米国やカナダで国費留学にて、博士課
程の研究に従事する等の動きも、事業のもたらす重要なアウトプットの一部、専門職学習集団
（PLC）の拡大と理解している。 

 
令和 8（2026）年 2 月開催の東京での対面ワークショップ後のアンケート結果からも、対面開催

の意義、各カウンターパート間の協働関係構築に対する満足感、日 ASEAN スポーツ協力の下形成
された専門職学習集団（Professional Learning Community: PLC）に対するオーナーシップの高まり、
次期事業参画への前向きな姿勢を読み取ることが出来ており、2030 年度の事業終了見込み、以降の
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PLC の協働体としての自走可能な土台が確固たるものとなった手応えを感じている。尚、本令和 7
年度の事業活動を通じもたらされた成果（アウトプット、アウトカム）は表 10 の中央列に記載した
通りである。 
 

表 10 過去 4 年間および本年度事業活動によりもたらされた成果と今後期待される成果 

令和 6（2024）年度までの事業成果 
（アウトプット） 

本令和 7（2025）年度の事業成果 
（アウトプット、アウトカム） 

次期令和 8（2026）年度以降期待される事
業成果（アウトプット、アウトカム、イン

パクト） 
（体育教師教育：PETE） 

 ASEAN 各国の体育教師教育改
善・強化アクションプランおよび
ステークホルダー分析結果、裨益
者等による各アクションの客観的
評価 

 アクションプラン実施に関するモ
ニタリング結果の把握と一部アク
ションの社会実装化の促進、一部
の国における PETE 制度改善 

 
 アクションプランで提唱する政策

の社会実装化促進および既存の政
策の改善・強化、体育教師の能力
開発の継続 

 一次（各国カウンターパートおよ
び行政官）を通じた二次裨益者数
（各国内ステークホルダー、学校
関係者、教員、指導者等）の段階
的な増大 

 
 アクションプランで提唱する政策の

社会実装化促進および既存の政策の
改善・強化、体育教師の能力開発の
継続 

 一次（各国カウンターパートおよび
行政官）を通じた二次裨益者数（各
国内ステークホルダー、学校関係
者、教員、指導者、生徒、保護者
等）の段階的な増大 

 アクションプラン実施の促進要因
および阻害要因の区分明確化 

 

 インクルーシブで良質な体育のた
めの体育教師教育プログラムの充
実等（養成段階および現職教員向
け） 

 インクルーシブで良質な体育のため
の体育教師教育プログラムの継続的
充実等（養成段階および現職教員向
け） 

 他国のグッド・プラクティス、課
題解決の取組などからの学習 

 各国内の専門職学習集団
（Professional Learning 
Community：PLC）および実践共
同体（Community of Practice：
CoP）の形成 

 各国内の専門職学習集団
（Professional Learning 
Community：PLC）および実践共同
体（Community of Practice：CoP）
の形成、自走および活性化 

 体育教師に求められる資質、知
識、価値観の客観的整理、
ASEAN におけるインクルーシブ
な体育教師教育スタンダード原案
の整備 

 ASEAN におけるインクルーシブ
な体育教師教育にかかるスタンダ
ード案の確立に向けた各国内での
議論・検討の開始、 

 ASEAN 各国内での現行 PETE スタ
ンダード案の見直しもしくは新規制
定もしくは施行の為の取組、議論、
レビュー等 

 PETE スタンダード案の翻訳的適
応、各国文脈に応じたカスタマイズ
案の考案 

 正しい包摂の概念の理解 
 包摂と多様性の概念のアクション

プランへの反映 
 体育・スポーツにおける包摂の概

念を反映させた政策実施の為のス
テークホルダー獲得 

 ASEAN 各国のインクルーシブ体
育の重要性の認識向上、体育教師
教育の質、ステータス向上 

  

 ASEAN 各国内でのインクルーシブ
で良質な体育のための養成段階およ
び現職体育教師に求められる資質、
知識、経験、能力および価値観等に
関する議論の活発化 

 それらのスタンダード内で明文化 
 日 ASEAN 傘下の PLC 拡大、更

なるグッド・プラクティス、ノウ
ハウ蓄積機会の増加 

 日 ASEAN 下の PLC の自走に向け
た取組み（リーダー人材の発掘、育
成） 

 日 ASEAN 下の PLC と他組織との
ネットワーク強化 

 インクルーシブで良質な体育の為
の体育教師教育にかかる研究に取
り組む人材の輩出 

 インクルーシブで良質な体育の為
の体育教師教育にかかる研究に取
り組む人材の継続的輩出並びにそ
の人材を核とした共同研究等 

 インクルーシブで良質な体育の為の
体育教師教育にかかる研究に取り組
む人材の継続的輩出並びにその人材
を核としたネットワーキング 

-  インタビュー調査を通じた
ASEAN カウンターパートの事業
参加前後の変化の把握 

 インタビュー調査により取得したデ
ータの分析を通じた事業成果の客観
的評価 
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令和 6（2024）年度までの事業成果 
（アウトプット） 

本令和 7（2025）年度の事業成果 
（アウトプット、アウトカム） 

令和 8（2026）年度以降期待される 
事業成果（アウトプット、アウトカム、イ

ンパクト） 

（PETE・SPD 共通） 
 日 ASEAN スポーツ協力下におけ

る Professional Learning 
Community（PLC）の基盤形成 

 持続可能な各国関係性の構築、よ
り強固な信頼関係の構築 

 
 ASEAN 各国におけるステークホ

ルダーの獲得、事業成果の各国内
における共有、各国内の PLC 形
成進展 

 
 ASEAN 各国におけるステークホル

ダーの更なる獲得、事業成果の各国
内における共有、各国内の PLC 活
性化促進 

 事業活動、進捗および成果発信 
 

 ASEAN 域内（ASEAN 事務局、
ASEAN 各国スポーツ高級実務者
会議等）域外（学会等）組織への
成果発信 

 SNS の有効活用 
 PLC のステークホルダー増大およ

び協働、共同研究等の実施促進 

 ASEAN 域内（ASEAN 事務局、
ASEAN 各国スポーツ高級実務者会
議等）域外（学会等）組織への成果
発信の継続 

 SNS の継続的有効活用 
 PLC のステークホルダー増大および

協働、共同研究等の実施促進 
 事業目的の明示・共有 
 事業において自身の果たす役割の

明確化、次期事業への参画に対す
る積極的な姿勢 

 次期事業実施継続の方向性に関す
る ASEAN カウンターパート間の
理解、コンセンサス 

 日 ASEAN スポーツ協力の枠組下
の専門職学習集団（PLC）への各
国カウンターパートの積極的貢献 

 PETE 改善・強化、SPD 促進に係
る政策提言、実施、見直し等に係
るカウンターパート個人能力の向
上 

 カウンターパート所属先組織におけ
るノウハウ、知識、情報の蓄積、ス
テークホルダーの個人能力の継続的
な向上 

 ASEAN 域内外組織との交流・協
働、リーダー人材の育成 

 日 ASEAN スポーツ協力下の PLC
に対する各国カウンターパートの
オーナーシップ向上 

 2030 年度以降、ASEAN カウンター
パート自身による PLC 自走化 

 日 ASEAN スポーツ協力下の PLC
に対する各国カウンターパートのオ
ーナーシップの継続的向上 
 

 各国内ネットワーキング  ASEAN 各国の体育・スポーツ政
策に係る関係省庁・組織間の協働
関係の向上 

 ASEAN 各国の体育・スポーツ政策
に係る関係省庁・組織間の協働関係
の継続的向上 

 国境を越えた協働事例の増加  自発的な各国間交流、情報交換機
会の拡大 

 自発的な各国間交流、情報交換ネッ
トワークの継続的拡大 

 ASEAN 域外の体育・スポーツ分野
における協働事例の段階的増加と協
働モデルの確立 

 学術論文の発表 
 ASEAN 各国への知見の共有 

 世界的にブラックボックスとされ
る ASEAN 各国の PETE・SPD に
係る知見の ASEAN 域外への共有 

 世界的にブラックボックスとされる
ASEAN 各国の PETE・SPD に係る
知見の ASEAN 域外への継続的共有 

 ASEAN 各国行政官と日本人有識
者の交流、指導機会 

 ASEAN 各国行政官から日本人有
識者への情報提供、登壇依頼等の
動き 

 日本人有識者の持つ知見の ASEAN
高級実務者レベルへの共有、政策提
言への反映 

 若手日本人有識者の国際レベルでの
活躍機会の創出と育成の進展 

-  本事業への参画・貢献に起因する
ASEAN 各国カウンターパートの
所属組織における昇進 

 本事業への参画・貢献に起因する
ASEAN 各国カウンターパートの所
属組織における昇進 

-  東ティモールの新規参加  本事業に端を発する PLC 内での新
たな各国間協働の活性化、可能性拡
大 

-  ASEAN Workplan 2021-2025 改訂
への協力、同プランのより深い理
解 

 ASEAN Workplan 2026-2030 に準拠
した事業計画立案 
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令和 6（2024）年度までの事業成果 
（アウトプット） 

本令和 7（2025）年度の事業成果 
（アウトプット、アウトカム） 

令和 8（2026）年度以降期待される 
事業成果（アウトプット、アウトカム、イ

ンパクト） 
（障がい者スポーツ:SPD） 

 ASEAN 障がい者スポーツ・カウ
ンターパートを対象としたインタ
ビュー調査結果および分析結果 

 ASEAN カウンターパートの障が
い者スポーツの持つ社会的役割、
重要性の認識向上 

 
 ASEAN 各国ステークホルダーの

障がい者スポーツの持つ社会的役
割、重要性の認識向上 

 ASEAN 域内における障がい者ス
ポーツの草の根振興の重要性の継
続的認識向上 

 マレーシア政府主催「ASEAN 
Persons with Disabilities in Sports 
Conference 2025」の開催、より
広い対象者に向けた知見の共有、
Joint Statement の採択 

 
 ASEAN 各国民の障がい者スポーツ

の持つ社会的役割、重要性の認識向
上 

 ASEAN 域内における障がい者スポ
ーツの草の根振興の重要性の継続的
な認識向上 

 マレーシア政府主催「ASEAN 
Persons with Disabilities in Sports 
Conference 2025」で採択された
Joint Statement に応じた事業運営 

 ASEAN 各国の障がい者スポー
ツ、アダプテッド体育推進を目途
とするアクションプラン素案策定
のためのブレインストーミング 

 ASEAN 各国の障がい者スポー
ツ、アダプテッド体育推進に係る
アクションプラン案の策定 

 アクションプランで提唱する政策の
社会実装化促進および既存の政策の
改善・強化 

 一次裨益者（各国カウンターパート
および行政官）を通じた二次裨益者
数（各国内ステークホルダー、障が
い生徒、パラアスリート、パラスポ
ーツコーチ等）の段階的な増大 

 カンボジアのパラアスリート、コ
ーチを対象としたインタビュー調
査・分析結果 

 調査・分析結果の共有、フィード
バック 

 カンボジアでの調査・分析結果に
係る論文発表を通じた知見の発信 

 カンボジアにおいてスポーツを行
うことによる障がい者の生活の質
（QOL）改善、社会進出の促進 

 カンボジアでの調査・分析結果を参
考とする ASEAN 各国障がい者スポ
ーツの継続的振興 

 ASEAN 各国においてスポーツを行
うことによる障がい者の生活の質
（QOL）改善、社会進出の促進 

 ラオスのパラアスリート、コー
チ、学校教員、障がい生徒等を対
象としたインタビュー調査結果お
よび分析結果 

 ラオス教育スポーツ省行政官への
フィードバックを通じた同国人材
による課題把握、課題解決に向け
た政策提言 

 ラオスでの調査・分析結果に係る
論文発表を通じた知見の発信 

 ラオスにおいてスポーツを行うこ
とによる障がい者の生活の質
（QOL）改善、社会進出の促進 

 ラオスでの調査・分析結果を参考と
する ASEAN 各国障がい者スポーツ
の継続的振興 

 ASEAN 各国においてスポーツを行
うことによる障がい者の生活の質
（QOL）改善、社会進出の促進 

-  ASEAN 諸国のパラアスリートの
社会参加促進を支援する日本の他
組織とのネットワーク構築 

 ASEAN 諸国のパラアスリートの社
会参加促進を支援する日本の他組織
とのネットワークの継続的構築 

 
令和 7（2025）年度は前年度に引き続き、米国版体育教師教育スタンダード（SHAPE, 2017）を

比較対象に設定し、インクルーシブで良質な体育授業の実施を目途とした体育教師教育の ASEAN
スタンダード原案の再考を念頭に、オンライン・ワークショップを各国の養成段階および現職体育
教師に求められる資質、能力、知識、経験、価値観等を整理、共有する機会とした。各国より提案
された各条項について岡出教授からの問題提起、情報共有を受け、各国が分析、考察を行い、それ
らをベースに令和 8（2026）年 2 月に東京で開催した対面式ワークショップ内のグループ・ワーク
を通じ、ASEAN各国文脈を反映した、より現実的な体育教師教育スタンダード（ガイドライン）を
全体共有し、次年度以降の明文化、各国内議論の流れに繋ぐこととした。 
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対面式ワークショップでは、他国の体育教師教育に反映すべき養成段階および、現職体育教師に
求められる資質、知識、経験、能力、価値観等をそれぞれ共有し合った。日本人専門家を交え、率
直で建設的な議論、意見交換を、一堂に会して行えたことの意義は大きいと捉えている。他国の体
育教師教育システムに係るニーズ、課題を知ることと、自国制度を客観的視点から見直すことは、
ASEANスタンダード（ガイドライン）の策定過程で不可欠な手続きであった。同スタンダード（ガ
イドライン）原案策定の一連の過程と各国で継続されている、体育教師教育の改善・強化を目途と
したアクションプランの継続的な改訂と実施促進は、本事業の枠組み内で並行して進めていく。ス
タンダード（ガイドライン）原案は、各国共通のゴールを目指す上で、ASEAN共通の案を策定する
と同時に、各国内での議論、レビュー、フィードバックを受けることを通じ、各国の文脈に応じた
翻訳的適応（Translative Adaptation）を通じ、各国にとって現実的な内容を反映させる作業とを並
行的に進める必要があると、本年度事業活動を通じて感じるに至った。また、現行のスタンダード
がある国においてはその見直し材料として、無い国においては、関連省庁に同国版スタンダード
（ガイドライン）の策定を議論する切掛け、参考資料と位置づけ、次年度以降、各国との議論を深
めて行くこととする。 
 
 他方、本事業障がい者スポーツ分野では、前年まで行ってきたラオスでの実地調査は実施せず、
これまでの調査結果から得られた知見の、学術論文の発表を通じた知見の共有、オンライン・ワー
クショップ、対面式ワークショップでのグループ・ディスカッションを通じた各国の障がい者スポ
ーツに特化したアクションプラン案策定に注力した。次年度以降、各国内で変化する社会的状況に
応じ、より現実的な改訂と各アクションの確実な実施が求められる。また同時に日本人有識者によ
る定期的なモニタリング、必要に応じたフォローアップとアクションプランの実施促進は必須とな
ると考えている。 
 

令和 7（2025）年度は、本事業の枠組みを超えて、対外的に事業の進捗や成果、ヴィジョンを発
信、周知する機会をより多く設けることに努めた。令和 7（2025）年 6 月にマレーシア政府主催で
開催された「ASEAN Persons with Disabilities in Sports Conference 2025」がその最も顕著な例であ
った。同会議は、本事業で永田准教授（筑波大学）が執筆した学術論文「It’s about inspiring the 
greater community to continue supporting this sector: Elite sport success as a main policy objective for 
disability sport promotion in ASEAN member states（学術誌 International Journal of Sport Policy and 
Politics：掲載済み）」が発端となり、会議の主要コンセプトを構成した。本事業のマレーシア障が
い者スポーツ分野のカウンターパートが主催側の責任者となり、本事業から前述の永田准教授（筑
波大学）を基調講演者として、また岡出教授（日本体育大学）をパネル・ディスカッションのパネ
リストとして招待し、登壇を依頼し、同会議の主要部分が行われた。また本事業にて形成された専
門職学習集団（PLC）からは、マレーシアとカンボジアの体育教師教育分野カウンターパートが同
パネリストとして、ブルネイ・ダルサラームのカウンターパートがファシリテーターとして招へい
され、協働が実現した。世界的にも、ASEANの体育教師教育、障がい者スポーツは依然「ブラック
ボックス」と捉えられており、本事業のコンテンツ、アウトプット、アウトカムには、学術的にも
新規性があるものと思われる。次年度（2026 年度）も国際学会誌における学術論文の公開、国際学
会での発表等を通し、ASEAN を含めた国際的な場で広い発信機会を創出する次第である。 
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本事業は体育教師教育と障がい者スポーツの各コンポーネントが自走しつつ、知識、ノウハウや
情報を補完し合いながら並行することに実施上のメリットを見出している。ASEANのみならず世界
各国において重視される「多様性と包摂」の概念を共通項とし、スタンダード原案やアクションプ
ランを基にした各政策立案・提言と実施促進、事業カウンターパートの人材能力開発に、今後も有
効に作用するものと捉えている。また、各国に本事業成果が波及することにつき、一次裨益（各国
カウンターパートおよび各自の所属組織への波及）をアウトプット、それによりもたらされる二次
裨益（各国内ステークホルダー、他組織、教育委員会、養成段階および現職体育教師、生徒、生徒
の保護者やコミュニティ全体、障がい者スポーツ団体、パラスポーツ指導者、パラアスリート、全
ての障がい者スポーツに親しむ方、家族等への波及）をアウトカム、各国の児童がより良質でイン
クルーシブな体育を享受し、障がい者がスポーツを通じ生活の質や社会参加を改善する機会が増大
することを本事業延長線上のインパクトとして期待する。 
 

更に本事業活動を通し、各国カウンターパート個人間の協働関係の醸成から、ASEAN各国の高級
実務者会議（SOMS）、体育教師教育と障がい者スポーツの各担当省庁間のパートナーシップが、
強化・改善しているブルネイ、マレーシア、フィリピン等の国が確認されたこともポジティブな動
きである。また、ブルネイ、カンボジア、タイのように自国経費で対面式ワークショップへのオブ
ザーバーを送る国も出ている。さらに、タイにおけるカウンターパートの 2026 年度日本派遣（日本
体育大学受け入れ）を含めた独自の予算確保に基づく事業推進やミャンマーにおけるインクルーシ
ブな体育教師教育推進に向けた対応組織の構築といった本事業活動の範囲に限らず、当該国の様々
な分野の政策提言過程においての合意形成、網羅的な施策に前向きな影響を及ぼすことを期待する。
これら成果を年度末の今の時期に今一度整理しつつ、今一度事業の目的に立ち返り、次年度（2026
年度）のより持続可能且つ発展的な事業企画、実施、運営に役立てる。 

 
2）課題と対策 
 以下に、現状把握されている今後の課題と想定する対策を列挙する（順不同）。尚、ミャンマー
情勢については、対策の考案が困難なことから、本課題の記述からは対象外とした。 
 

 事業カウンターパートの事業参加 
（想定する対策）同国スポーツ高級実務者会議（SOMS）へのカウンターパートの選任依頼、当該
担当省庁への各国 SOMS を通じた説明機会の設定 
 
 これは、本事業の 2 つのテーマが、体育教師教育と障がい者スポーツとされ、前者はより教育分
野にかかわるテーマであるため、現状の ASEAN の「スポーツ協力」枠組みのみでは、体育教師教
育を扱いきれないことが背景にある。 
 

ベトナム教育訓練省の行政官である体育教師教育分野カウンターパートは、令和 4（2022）年度
以降、限定的な事業活動に留まっている。令和 7（2025）年度も同氏の事業参加が難しい場合、他
人材を選任するようベトナム SOMS に促してきた。昨年度に判明したのは、SOMS が置かれる
Sports Authority of Viet Nam（日本のスポーツ庁に相当）は、同国文化スポーツ観光省管轄下にあ
り、同国で体育教師教育を司る教育訓練省との協働が、同国の社会主義に基づく政治体制、縦割り
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行政等から難しいことであった。従って、事業カウンターパート選任にあたり、ベトナム国内の異
なる省庁間での細かい意思疎通、合意形成が難しいことがあり、現状行われている人選は、同国
SOMS 関係者の個人的な繋がりによるものであると思われる。また、選任を受けた教育訓練省の行
政官は、体育関連部署の中間管理職の立場にあり、非常に多忙であることも、これまでの現地側へ
の聴取で判明している。また事業参加意義への理解が充分得られていないこともあるように思われ
る。本件は、ASEAN 事務局、スポーツ庁を交えた令和 7（2025）年度初頭のキックオフミーティン
グで、今後の対応につき相談機会を得たい。 

 
 各国間格差 

（想定する対策）確認したステークホルダーとの確実な連携促進、国別の実施促進・フォローアッ
プ 
 

本事業で策定した体育教師教育、障がい者スポーツ両分野のアクションプランは、各国での社会
実装を前提としている。他方で、国によりその実施過程が進展しない場合が散見される。これは選
任されたカウンターパート個人の専門性、省庁組織内の立場、業務分野等から同実施に繋がらない
傾向等、当該国における実施に係る阻害要因は既に把握している。例えば、ラオス体育教師教育お
よび障がい者スポーツ・カウンターパートの様に、政策立案・提言、実施可能な立場に無い場合、
同国省庁（教育スポーツ省および労働福祉省）における当該政策立案・提言、実施を行う部署を特
定し、事業ステークホルダーとして事業への関与を促し、アクションプラン実施に向けた環境整備
支援を行うことで対策としたい。また進捗する国に対しても継続的に実施モニタリング、助言を行
うとともに、個別の相談機会を設ける等、本事業における活動の実施促進を図ることも必要になる
と考えられる。 

 
 各国事業カウンターパート職務および事業内での役割の不一致 

（想定する対策）各国関係省庁・機関のステークホルダーとしての取り込み支援 
 

上記 b)に同じ。各国政府のカウンターパート選任については、事業実施組織としては、実施上の
支障が生じる場合でない限り、各国内専権事項ゆえ、基本的には受け入れなければならない。従っ
て、選任されたカウンターパートが政策立案、実施の可能な立場に無い場合、同国省庁で当該政策
立案、実施を行う部署を特定、事業ステークホルダーとしての参加依頼等を通じ、アクションプラ
ン実施に向けた環境整備促進に係る支援を行う。 
 

 学術的エビデンスと実践間にある格差 
（想定する対策）研究・調査により得られた学術的エビデンスに裏付けられる政策提言の重要性認
識向上 
 

本事業は、概ね政府機関職員（省庁、NPC 等）を属性とするカウンターパートにより構成されて
いる。彼らは大卒者である一方、全員が必ずしも学術的バックグラウンドを持つ研究者としての素
養を持ち合わせている訳ではない。従って、今後事業コンテンツにおいて、よりアカデミックな内
容にフォーカスする際、日常業務では実践を求められる行政官の関心、モチベーションが低下する
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可能性が危惧される。幸い、本事業展開過程でそのような事象は発生していない理由は、偏に日本
人有識者が実践や社会実装、より現実的な視点、コンテンツを重視してきたことに起因するものと
考えられる。また、5 年間の事業展開で、調査・研究により得られるデータ、分析や考察結果、学
術的な知見、エビデンスが持つ行政官の日常業務、実践に対する有効性、利用価値についての理解
を深めていることがある。今一度、実施組織（日本体育大学）にはきめの細かい事業企画、重要な
ポイントの言語化、丁寧な説明、継続的な理解促進が求められる。 
 

 ASEAN 域内外部組織との連携強化 
（想定する対策）日本側有識者会議メンバーの関与機会の創出、国際学会参加および人脈作り 
 

令和 7（2025）年度は、マレーシア政府主催で開催された「ASEAN Persons with Disabilities in 
Sports Conference 2025」の他、インドネシア教育大学主催の国際セミナーに日本側の有識者会議メ
ンバーが招待参加した。次年度（2026 年度）も事業枠組みを超え、対外的なネットワーキングを目
途に、6 月開催予定の「2026 AIESEP（Association International des Écoles Supérieures d'Éducation 
Physique）World Congress」（台北開催予定）をはじめ、日本人有識者、ASEAN カウンターパー
トの参加を通じた ASEAN 内外の研究者、学術セクターの関係者との関係構築を促進し、更なる連
携体制強化を図ることが求められる。 

 
 スタンダードとガイドライン（概念整理と文言の使い分け） 

（想定する対策）スポーツ庁、ASEAN 事務局、日本体育大学間での事前調整、認識合わせ 
 

令和 7（2025）年度当初の 3 者キックオフミーティングにて、ASEAN 事務局より、前年度に本事
業の体育教師教育分野で行った「ASEANにおける体育教師教育スタンダード」考案にかかる取組み
に関し、「スタンダード」との文言の使用に関する懸念が表明された。それは、一国内の「法令
（Law）、基準（Standard）、指針（Guideline）、ガイダンス（Guidance）」の内、必須事項を含
むスタンダードには、法的拘束力は無いものの、国内である一定の効力を持つ印象を与える文言故、
日 ASEAN スポーツ協力でどこまで踏み込むのかに関して事前のコンセンサスが、場合により必要
になるとの点、加えて本事業は ASEAN 内の「スポーツ協力」の枠組みで実施されることから、よ
り教育にリンクする体育教師教育について、枠組みを超えて「教育」を管轄する ASEAN 内の他の
会議体を含めて広く議論すべきか等が指摘された。実施組織（日本体育大学）は呼称に対する拘り
は無く、ガイドライン、指針という位置づけでも支障は無いと考える。他方、ASEAN Workplan 
2021-2025 では、他事業スキームでスタンダードの設定に言及する箇所も見られ、また本事業内の
オンラインおよび対面式ワークショップの中での各国議論でも、議論の内容と期待される成果物か
ら、「スタンダード」がより適した呼称ではないかとの各国行政官からの意見も呈された。本件に
ついては、次年度も引き続きスポーツ庁、ASEAN 事務局と議論を進め、一致点を見出したい。 
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 事業進捗・成果の対外的発信 
（想定する対策）発信内容とターゲットの再確認、発信に係る戦略の明確化 
 

令和 7（2025）年度は、特別研究員の増員に伴い、課題となっていた情報発信に関し、Facebook
を活用した発信に着手した。その結果、事業カウンターパート以外の ASEAN 各国の一般に対する
事業進捗・成果の発信が進展したことは顕著な成果と評価している。他方、定期的な更新、発信機
会の創出とともに、「どの情報をどのターゲットに向けて発信するか」の整理と、発信のリーチ拡
大のための戦略は今一度実施組織である日本体育大学内で議論することが必要となる。その上で、
今後も ASEAN カウンターパート、ステークホルダーの他、ASEAN 域外の外部組織・個人に向けた
発信機会も模索、創出し、全世界でのネットワーキングを図る。 
 

 要支援課題の他支援スキームとの連携強化 
（想定する対策）日本国内の日 ASEAN スポーツ協力スキーム内のステークホルダーとの関係強化、
スポーツ庁主催日 ASEAN スポーツ協力情報交換会での情報共有 
 

令和 5（2023）年度以降、本事業障がい者スポーツ分野でモデル国と設定されたラオスにて実施
された調査研究の結果分析により、本事業では対応できない、同国障がい者スポーツにおけるハー
ド面の整備、資源確保に対する支援の必要性も同時に明らかとなった。日本国内の支援実施団体に
情報共有することで、具体的な支援に繋げることが解決策の一つとして想定される。先ずは、スポ
ーツ庁主導で発足した ASEAN スポーツ協力情報交換会、もしくは SFTC 事務局等を通じ、より一
層の国内関係者への情報共有を図ることで対応していく。 
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第 5 章 オンラインおよび対面式ワークショップにおける講義資料 
第 1 節 体育教師教育 
（1）オンライン・ワークショップ（2025 年 12 月 2 日実施） 
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（2）対面式ワークショップ（2026 年 1 月 29・30 日実施） 
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第 2 節 障がい者スポーツ 
 
（1）オンライン・ワークショップ（2025 年 11 月 4 日実施） 

 佐藤教授 
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 戸村講師 
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 永田准教授および遠藤講師 
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（2）対面式ワークショップ（2026 年 1 月 28 日実施） 
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第６章 対面式ワークショップにおける各国プレゼンテーション資料 
  
第 1 節 体育教師教育 

 ブルネイ 
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 カンボジア（改訂版）                 Updated part 

 
 
 



 

152 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

153 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

154 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

155 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

156 
 

 インドネシア 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

157 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

158 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

159 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

160 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

161 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

162 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

163 
 

 
 
 

 
 

 インドネシア（改訂版） 

 
 
 



 

164 
 

 ラオス 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

165 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

166 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

167 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

168 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

169 
 

 マレーシア 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

170 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

171 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

172 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

173 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

174 
 

 マレーシア（改定版） 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

175 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

176 
 

 ミャンマー 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

177 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

178 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

179 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

180 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

181 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

182 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

183 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

184 
 

 フィリピン 
 
 

 
 
 

 
 



 

185 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

186 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

187 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

188 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

189 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

190 
 

 フィリピン（改訂版） 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

191 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

192 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

193 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

194 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

195 
 

 シンガポール 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

196 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

197 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

198 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

199 
 

 
 
 

 
 

 シンガポール（改訂版） 

 
 
 



 

200 
 

 タイ 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

201 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

202 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

203 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

204 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

205 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

206 
 

 タイ（改訂版） 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

207 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

208 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

209 
 

 東ティモール 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

210 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

211 
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第 2 節 障がい者スポーツ 
 ブルネイ 
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第 7 章 令和 7 年度対面式ワークショップ参加者アンケート回答結果 
 
● アンケート概要 

2026 年 1 月 27 日から 31 日まで 5 日間開催された、体育教師教育（PETE）強化・改善と障が
い者スポーツ（SPD）推進に関する対面式ワークショップについて、実施主体（日本体育大学）
は ASEAN11 か国から参加者を対象に、ワークショップの参加状況、内容、運営等に関する事後ア
ンケート調査を実施した。回答は概ね、4 個の選択肢 (例: 2 個は肯定的、残りの 2 個は否定的、一
部例外あり) から選択式および自由記載形式の設問とした。結果、19 名の参加者、10 ヵ国から回
答を得た。 

● アンケート実施期間: 2026 年 2 月 6 日（金）～2 月 20 日（金） 
● アンケート実施目的: 各カウンターパートの意見を踏まえ、アンケート結果から改善点を抽出し、

次年度のプロジェクトやワークショップの企画・運営に反映し、改善して行く。 
● 回答状況:回答者: 計 19 名／21 名の ASEAN 事業選任代表者（カウンターパート）内 17 名＋オブ
ザーバー2 名、計 19 名が回答 
 
[ワークショップの背景および回収結果の理解] 

結果的にシンガポール障がい者スポーツ（SPD）カウンターパート 1 名が、同国スポーツ高級実
務者会議内の問題により未選任、ベトナム体育教師教育（PETE）カウンターパートは所属組織で
ある教育訓練省内の業務日程の都合で不参加となったものの、ブルネイ・ダルサラーム、カンボジ
ア、タイの 3 か国からのカウンターパート以外の自費での参加も受け入れ、本事業で初めて本邦開
催した対面式ワークショップは大きなアクシデント、遅延、怪我人も出ず、順調に開催、実施され
た。 

日本体育大学はプロジェクトの実施主体として、今後のより良いワークショップ企画・運営を目
途に、回答者の率直な意見、指摘や要望を謙虚に受け止め、改善点については優先的に次年度事業
企画・運営に反映させたい。 
  

本アンケート結果を踏まえ、東京での対面式ワークショップ開催は、ASEAN各国カウンターパー
トに概ね良好な印象を残し、各国間協働関係の具体的な動きや本年度を含む 5 年間の事業活動を通
じ、日 ASEAN の旗印の下、形成された専門職学習集団（Professional Learning Community：PLC）
における各自の果たすべき役割、事業の目的や方向性がより深く理解され、オーナーシップ（帰属
意識、自主性、積極的関与等）、次年度事業への参画に向けたモチベーションを更に高めることが出
来たと捉えている。他方、本年度が初参加となるカウンターパートについては、事業における自身
の役割、事業の方向性、目的、自身の担当ではない分野の理解が十分でない点も一部で確認された。 

 
本アンケート結果からは、①他国の体育、体育教師教育の改善・強化や障がい者スポーツ振興の

様子の視察、②ワークショップ開催を通して課題解決やグッド・プラクティスを学ぶこと等前年同
様の回答に加え、本年度新たに③自国での取組みの現状、進捗を共有したい、④体育教師教育スタ
ンダード案等、事業アウトプットとしての文書作成・発表を望む声も確認された。次年度が「チェ
ンマイ宣言（2023）」に基づく 2030 年までの中長期での事業実施ロードマップの後半の 1 年目とな
ることから、実施組織（日本体育大学）は、より現実的且つ ASEAN 各国カウンターパートのニー
ズに見合ったものに設定し、アウトプットをアウトカムに目に見える形で示して行くための企画を
考案し、効果的な事業実施を進めることに注力したい。この度得られた ASEAN 各国カウンターパ
ートの意見はそれらを再考する上で、貴重なフィードバックであり、企画運営に反映していきたい。  

尚、今般の対面式ワークショップで日本人専門家により提供された知識、情報はより高度且つ専
門的な知見が多く含まれていたことから、カウンターパートの身分や職務範囲、職歴（公的機関の
行政官・職員、パラリンピック委員会職員、現役学校教員等）、学歴（大学での研究歴の有無）等に
より、評価の分かれる設問もあるかと想定していたが、概ね好意的な評価を得た。本事業開始当初
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より岡出教授が説いてきた政策提言における「研究・調査等学術的なデータ、根拠に裏打ちされた
知見、エビデンスの重要性」、「データ、理論を実践に繋げるために必要な動き」が広く周知、理解
されていることの表れと捉えている。 
 
[アンケートの設問および回答] 
1．回答者の属性 

 
東京で開催されたワークショップに参加した体育教師教育（PETE）部門から 10 名、障がい者ス

ポーツ（SPD）部門から 7 名の ASEAN カウンターパートの他、2 名のオブザーバー参加者（ブル
ネイ・ダルサラーム 1 名、タイ 1 名）計 19 名が本アンケートに回答した。ベトナム（SPD）の参加
者からは回答を得ることが出来なかったため、ASEAN 加盟全 11 か国の参加の内、10 か国の回答と
なっている。 
 
2．対面式ワークショップへの自身の主な参加目的（自由記述） 
2. What was your main objective in attending this in-person workshop in Tokyo, Japan? 
 
回答は以下のとおりであった（抜粋・順不同）。 

 マレーシア（SPD）:日本や ASEAN 各国のインクルーシブで良質な学校体育と障がい者スポー
ツ全般を学び、自国の文脈に落とし込んで新たな政策提言の為の着想を得たい。 

 フィリピン（PETE）: ASEAN 域内の協働関係の確立、ASEAN の方向性、中長期でのゴール
に沿った体育教師教育スタンダードの自国での立案のための新しい知見の獲得、他国との対話
を通した知見、ベスト・プラクティス等の共有と自国で実践可能な戦略に関する学び 

 タイ（オブザーバー）: 日本人有識者や他 ASEAN 各国の PETE、SPD における課題へのアプ
ローチ、ベスト・プラクティスのより深い理解と共に学び、協働し続ける意義の再確認 

 ブルネイ・ダルサラーム（SPD）: 日本の特別支援学校における体育授業からの学び 
 マレーシア（PETE）：専門職学習集団（Professional Learning Community：PLC）構成意義の

理解、ASEAN 各国との協働関係強化、所属組織における PETE、SPD に係る政策の効果的実
施 

 東ティモール（PETE）：自国にない実例から学び、自国に枠組み整備、政策提言に反映する。 
 シンガポール（PETE）：各国のカウンターパートの対話を通じ、実践を学び、自国のノウハウ

を共有する 
 

回答した多くの ASEAN カウンターパートおよびオブザーバーは今般の対面式ワークショップに
あたり前年同様、日本を含めた他国の体育教師教育の強化・改善、障がい者スポーツ振興に向け
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た取組みとそのグッド・プラクティス、得られた洞察より学ぶこと、自国のアウトカムを専門職
学習集団（PLC）にフィードバックすることを主な目的として設定していたことが伺える結果と
なった。前年と比して、参加目的が、「インクルーシブで良質な体育のための体育教師教育スタン
ダードの考案」や「専門職学習集団の活性化」等、より焦点を絞ったものとなりつつある傾向が
見て取れる。加えて、「自国の進捗や成果を発信したい」との目的をもつカウンターパートが、更
に多く見られるようになってきた。回答した ASEAN10 か国（ベトナム以外）はその社会・経済状
況、体育や障がい者スポーツを取り巻く環境や文脈、活用可能なリソースは異なるが、それら諸
要因はワークショップの参加目的の違いに反映されないことが再確認された。また、オブザーバ
ーは、文字通り第 3 者的視点から事業内容・目的、自国並びに他国の事業内での動きを理解するこ
とが主な参加目的とされた。 
 
3．自身の主な参加目的は達成できたか 

 
全回答者の 7 割弱相当の ASEAN カウンターパートおよびオブザーバーは今般の対面式ワークシ

ョップにおける自身の主要な参加目的を達成し（前々年 57.9％→前年 60.0％→本年 68.4%）、その
他のカウンターパートも概ね達成したと回答した。この結果より、一昨年度カンボジアにて開催し
た第 2 回対面式ワークショップ以降、参加目的が達成できたと感じたカウンターパートおよびオブ
ザーバーは徐々に増加する傾向が示された。ASEAN各国が経年の対面式ワークショップへの参加を
通し、参加目的や自身の果たすべき役割がより明確になってきたことが推察される。 
 
4．ワークショップにおける自身の活動に対する評価（活発に活動できたか否か） 
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回答した ASEAN カウンターパートおよびオブザーバーのほとんど (前々年 94.7％→前年 85%→
本年 89.5％) は、東京での対面ワークショップにおける自身の参加は積極的だったと評価している。
これは前々回第 1 回の対面式ワークショップから 5％程度低下する結果となった。これは今回新規
参加者数が多く、特に全ての事業関係者との対面が初めてとなった東ティモール・カウンターパー
トが「やや積極的（somewhat）」と回答したこと等に起因する。また同国 PETE カウンターパート
は英語への苦手意識があり、同国 SPD カウンターパート、通訳者を介して他国カウンターパートと
意見交換などを行わなければならなかったことも影響した。次年度以降、各自の英語のレベルアッ
プはお願いしつつ、日本人有識者や他国カウンターパートとの積極的な交流を実施組織としても、
新規参加者を中心にサポートすることが対策として考えられる。 
 
5．他 ASEAN 各国カウンターパート、オブザーバーとの交流 

 
他国カウンターパートとの交流は、全てのカウンターパートが「全体的に活発な交流が行えた」

と回答した。「非常に良く交流できた」と考えるカウンターパートの割合は、（前々年 84.2％→前年
85％→本年 63.2％）と低下した。これは、新規参加のカウンターパートの割合が高まったことに起
因するものと考えられる。カウンターパートの入れ替え、新規任命は毎年少なからず発生すると想
定し、実施組織として、グループ・ディスカッションや協働ワークの時間を多く設定することに努
めた。全体として、専門職学習集団（PLC）で自由に情報交換、議論、協働のし易い環境、信頼関
係が育まれ、成熟段階に達したものの、実施組織は新規参加のカウンターパート、オブザーバーを
いかにサポートし、より積極的に他国と交流できるような設定を対面式およびオンライン・ワーク
ショップに取り入れていけるかを再考することとする。 
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6．次期プロジェクトへの参加意欲 

 
上記結果より、回答した全員が、本年度東京で開催した対面式ワークショップへの参加を通じ、

「次年度事業への参加意欲が湧いた」と回答した。「とても参加意欲が湧いた(Yes, very motivated)」
とした回答者の割合は、前年からおおむね横ばいと確認された（前々年 78.9％→前年 90％→本年
89.5％）。一つには、3 回目の対面式ワークショップで実施主体の事業コンセプト、進め方がより深
く理解され、また顔見知りの ASEAN 他国カウンターパートの積極的参画に刺激を受けたことも相
乗効果をもたらしていることが、対面活動を通して感じられた。その他、かねてより多くのカウン
ターパートが希望した対面式ワークショップの東京開催が実現したことに伴う満足感が、次期事業
への期待感、ひいては参加意欲の高レベルに維持に資したことが推察される。実施組織は、次年度
以降のより発展的事業企画・運営に努めることとしたい。 

 
（PETE） 
7．他国や日本人専門家により提供された体育教師教育（PETE）の知見に対する満足度 

 
回答した ASEAN 各国カウンターパートおよびオブザーバーは、対面ワークショップに際し、他

の参加国や日本人専門家から提供された知識、情報に、（前々年 63.2％→前年 65％→本年 73.7％）
が非常に高い満足度を感じていることが判明した。これは前年度から改善した結果と考えられ、岡
出教授主導で行われた「体育教師教育スタンダードの考案」過程で提供された、スタンダード考案
の意義、考案されるスタンダードが各国内で果たす役割がいかにインクルーシブで良質な体育を行
う上で重要かの理解が顕著に進むと共に、スタンダードの考案・確立が国際的潮流に沿った行動で
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あるとの認識が高まった結果であると考える。加えて、他国カウンターパートが更新、提供した各
国の体育教師教育に係る状況や抱える課題等の情報が、新たな視点をもたらしたこと、それらによ
りグループ・ディスカッション、質疑応答が活発化したことが高い満足度に繋がったと推察される。
今後、事業実施過程における各国カウンターパートおよび日本人有識者間における互いの情報共有
の質・量をいかに維持、向上し、参加者全員の能力開発、各自の所属組織のノウハウ蓄積により分
かり易い形で繋ぐ設定の整備も念頭に、実施組織には継続的努力が求められる。 
 
8．ASEAN の体育教師教育（PETE）スタンダード案策定意図に関する自身の理解度 

 
 初回参加となった東ティモール PETE カウンターパート以外は、高い割合（前年 95％→本年
94.7％）で ASEAN における体育教師教育スタンダード案の策定の意義について理解が得られたこ
とが推察された。これは、昨年度開催の対面式ワークショップ並びに本年度のオンライン・ワーク
ショップで、基礎となる情報提供、概念整理、議論を行っていたことや、対面式ワークショップ冒
頭で岡出教授が「なぜスタンダードを考案するのか」を改めて分かりやすく説明したことが、高い
理解度の維持につながったものと考えられる。本スタンダード案考案に係る各国カウンターパート
の注目、関心の高さは、2024 年および 2025 年の ASEAN 高級実務者会議（SOMS＋Japan）でも言
及されており、実施組織には次年度同会議での進捗報告、方向性の提示が求められる。 
 
9．ASEAN の体育教師教育（PETE）スタンダード案内容に関する自身の満足度 
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 回答した ASEAN 各国のカウンターパートおよびオブザーバー全員から、ASEAN 体育教師教育ス
タンダードの内容、策定過程、進め方等について、概ね満足感が示された。他方、「とても満足（前
年 30％）→本年 52.6％」と改善したことは、スタンダード考案の意義理解の進展に起因すると推察
される。2024 年 11 月開催のオンライン・ワークショップ後は「多様な社会・経済状況や文化的背
景から、ASEAN共通のスタンダードを立案すること」に否定的な意見も寄せられたが、こうした状
況下においても、域内スタンダードとして「同じゴールに向けた取り組みや方向性」を共有し明文
化することの意義や、事後的に ASEAN スタンダード案を各国文脈に合わせ翻訳的に適応させてい
くべきこと等、対面式ワークショップ上の岡出教授からの説明により理解が深まり、同意を得る結
果となったものと考える。実施組織は ASEAN 全体としてのスタンダード案を取りまとめ、各国に
提示し、各国内でステークホルダーのレビューやフィードバックを受けて改訂するなどのプロセス
を次年度以降に想定している。 
 
10．学校視察を通じた日本の体育（PE）および体育教師教育（PETE）の現況に係る自身の理解度 

 
日本における体育および体育教師教育の現況に係り、「学校視察を通じて理解することが出来たか」

との問いに対し、前年度ベトナムでの学校視察を通じた同国体育、体育教師教育の理解度（非常に
良く理解できた：25％、理解できた：35％＝計 60％）から、（非常に良く理解できた：73％、理解
できた：15.8％＝計 89.5％）と大幅に改善した。これは、前年のベトナムでは、豊富な資金により
設備やカリキュラムの整った私立学校での視察が、結果的に現地政府により企画・調整された事情
から、同国公立校での標準的な学校体育並びに体育教師の指導法、指導能力等の現況が把握、理解
しにくい状況にあり、ASEANカウンターパート間のニーズとの乖離が生じたためだと考えられる。
それらを踏まえ今回は、日本の公立校との状況に大きな違いの無い、筑波大学附属中学校で開催さ
れた体育授業研究（小中高それぞれのレベルで体育授業が行われ、それらを養成段階もしくは現職
体育教師が視察し、事後的に行われた授業の内容、教授法等について、討論や意見交換を行う体育
教師教育の一環で行われる会合）および筑波大学附属大塚特別支援学校における体育授業視察、現
職体育教師との懇談、意見交換を設定した。日本の学校体育、体育教師教育の現状視察は、本事業
開始当初より ASEAN カウンターパートより強く要望されており、ニーズに沿ったものである上、
日本人体育教師により作成された体育授業の単元計画、目的や期待されるアウトカムを ASEAN カ
ウンターパートに事前共有することで、必要な情報を理解した上で、視察に臨めたことも奏功した
ものと推察する。また日本人体育教師との質疑応答、懇談も疑問の解消に資したものと考える。加
えて、日本人体育教師が、ASEAN各国で取り入れ易いようにとの配慮から、リサイクル素材で手作
り可能な教具を使用した授業を行ったことも、理解の一助となった。次年度以降、ASEAN各国で同
様の機会を設ける際、カウンターパートのニーズに合致した視察先の選定、事前準備が必須となる。 
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11．ASEAN 各国の体育教師教育（PETE）現況に関する自身の理解度 

 
前年同様、回答した ASEAN カウンターパートおよびオブザーバーの（前年 90％→本年 94.7％）

が他国の体育教師教育の現況を理解することが出来たと回答した。一方でシンガポール PETE カウ
ンターパートが「幾分理解できた」との回答に留まった。今回のワークショップ 5 日間の上、視察
に 2.5 日、障がい者スポーツに 1 日、残りの 1.5 日を体育教師教育に割り当て、体育教師教育につい
てはスタンダード案の議論にウエイトを置いた。従って、前年まで行っていた ASEAN 各国の体育
教師教育の強化・改善を目途としたアクションプランの実施進捗報告、各国の課題と解決の取組み
等に係る情報共有を行う時間は設定されなかった。その為、新規参加且つ選任と対面式ワークショ
ップへの参加が来日 2 週間前に決まったシンガポール PETE カウンターパートは、事前に共有した
各国の体育教師教育および障がい者スポーツの状況に関する情報への通覧、把握までには至らなか
ったため、限定的な理解となったと推察される。次年度以降、実施組織は、新規参加カウンターパ
ートに対する事前の情報共有、事業経緯や各国の取組みに係る説明等の時間を確実に設けることが、
各国間の相互理解向上に不可欠であるとの認識を新たにした。 
 
12．他国や日本人専門家により提供された障がい者スポーツ（SPD）の知見に対する満足度 

 
 1 名を除き、回答したすべての ASEAN 各国カウンターパートおよびオブザーバーから、今般の対
面式ワークショップで他国および日本人専門家から提供された障がい者スポーツに関する情報、知
識は満足度の高いものであった旨回答された（前年／非常に満足：40％、満足：60％→本年／非常
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に満足：73.7％、満足：21.1％）。殊に日本人有識者がこれまで実施した実地調査研究の結果から得
られた考察や、障がい者スポーツ振興に特化したアクションプラン案の策定に資する情報は、当該
分野の最新且つ高度な知見を含んでいたものの、日本人有識者の的を射た助言、ヒントの提示、分
かり易いファシリテートから、参加者の高い満足度に繋がったものと思われる。1 名「非常に満足
できなかった」とした東ティモール PETE カウンターパートは、①新規参加である上、自身の専門
分野では無いこと、②英語での理解が困難であったこと、③一部専門的な内容の理解が至らなかっ
たことが、その評価の理由ではないかと推察する。次年度以降のフォローアップが必須である。 
 
13．自国の障がい者スポーツ（SPD）に係るアクションプラン案策定意図に関する自身の理解度 

 
 本設問に係り、高い理解度を示す結果が得られた（前年 85％→本年 100％）。前年は、カンボジア
PETE カウンターパートおよび同国カウンターパートが「幾つかの点で理解が困難であった」とし
ていたが、自国の障がい者スポーツ振興に係るアクションプランの策定意義は、パラリンピックに
代表されるエリートスポーツおよび草の根レベルでのより広い障がい者スポーツの普及に係り、学
校体育、体育教師教育分野とも密接に関わっていることに対する理解度が、本対面式ワークショッ
プ並びに他の事業活動を通じて向上したことが窺える。併せて、カンボジア PETE カウンターパー
トが、25 年 6 月にマレーシア政府主催で開催された「ASEAN Persons with Disabilities in Sports 
Conference 2025」にパネリストとして、岡出教授、マレーシア PETE カウンターパートらと登壇す
るにあたり、自国の情報を整理する過程で、障がい者スポーツ分野の理解も同時に進んだことが遠
因となっている。 

加えて、各国障がい者スポーツのカウンターパートが、自国の障がい者スポーツ振興に関する課
題解決の喫緊性を認識し、アクションプランとしての明文化の必要性にも合致したものと推察され
る。今般のワークショップでは限られた時間ではあったものの、各国とのグループ・ディスカッシ
ョンを通じて、多くを学び、立案する時間となった。今後、各アクションプランの実施プロセスで
見えてくる促進要因、阻害要因、新たな課題を整理し、プラン自体の改訂を繰り返す作業と、各国
内でプランの実施を目途とした、ステークホルダーの特定とネットワーキング等、社会実装に向け
た具体的な手続き方法の確認と遂行が肝要となる。アクションプラン立案のみに終始しない様、各
国カウンターパートへの働きかけ、実施促進を実施組織として継続的に行う所存である。成果の評
価指標の開発は、この観点から見て取り組むべき課題といえる。 
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14．ASEAN 各国の障がい者スポーツ（SPD）現況に関する自身の理解度 

 
上記から、（前年 90％→本年 89.5％）の参加者が、各国が新たに策定した障がい者スポーツ振興

に特化したアクションプラン案のプレゼンテーションやグループ・ディスカッションを通じ、他国
の障がい者スポーツの現況を理解した。中でも「とてもよく理解できた」の割合は（前年 25％→本
年 63.2％）」と大幅に改善した。一方で、カンボジアとタイ PETE カウンターパートが「幾分理解
できた」との回答に留まった。今般の対面式ワークショップの障がい者スポーツ部分では、全体に
向けた各国の障がい者スポーツ現況の共有は行わず、アクションプラン策定を前提とした日本人専
門家からの情報共有、助言、グループ・ディスカッション、各国カウンターパート自身の自国の課
題整理、発表資料の作成にウエイトが置かれ、一部人材に対し、各国の障がい者スポーツ現況の把
握には至らなかったものと推察する。 
 
15．特別支援学校視察を通じた日本の障がい生徒への体育授業の現況と課題に係る自身の理解度 

 
前年度のベトナムにおけるハノイ市障がい者スポーツセンターの視察を通じた同国障がい者スポ

ーツの現況と課題理解に対する回答（よく理解できた：10％、理解できた：70％）に対し、今般の
筑波大学附属大塚特別支援学校の視察を通じた日本における障がい生徒に対する学校体育の現況と
取組みに関する理解度は、（よく理解できた：63.2％、理解できた：36.8％）となった。厳密には同
プログラム、視察内容ではないため、比較はできないものの、今回回答者全員が概ね高い理解度を
示した結果から、同校視察は日本の特別支援学校で、どのような目的と計画の下、障がい生徒への
体育授業がどのような方法で行われているかをより効果的に各参加者に伝えることが出来たと考え
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る。同校における体育授業視察に加え、現職体育教師との懇談、質疑応答を設定した。日本人現職
体育教師により作成された体育授業の単元計画、目的や期待されるアウトカム等の情報は、英訳の
上 ASEAN カウンターパートに事前共有された。これらの情報を理解した上で、視察に臨めたこと
が、各参加者の理解を促進したものと考えられる。また、体育教師が、ASEAN各国の特別支援学校
の現場で採用し易いようにとの配慮から、費用を必要としない形で、リサイクル素材を用い、手作
りした教具を使用した体育授業を行ったことも、各参加者のニーズに沿ったものと推察される。筑
波大学附属大塚特別支援学校関係者の皆様には、この場を借りてご厚誼に深謝申し上げる。 
 
16．日 ASEAN 内の PETE および SPD の専門職学習集団（PLC）に対する自身の持つオーナーシ
ップに対する評価（ここでのオーナーシップは帰属意識、当事者意識、積極性、責任感と定義） 

 
 対面式ワークショップを終えた 2026 年 2 月末時点での本事業の枠組みで形成された専門職学習
集団（PLC）への自身のオーナーシップについて、回答者の 90％（前年 70％）が「以前より増し
た」と評価し、向上したことが示された。これは本年度対面式ワークショップへの参加を通じ、
本事業を発端に形成される ASEAN11 か国のカウンターパートと日本人有識者で構成される①専門
職学習集団（PLC）の協働体としての機能、②形成意義、③その内での自身の役割、目的がより
明確になってきたこと、④本事業最終年度と設定される 2030 年度以降の自走化への期待感が、オ
ーナーシップの高まりに繋がっているものと推察される。 

一方、1 名（ラオス SPD カウンターパート）は「（オーナーシップはあるが）以前と同等である」
と評価した。同国は体育教師教育、障がい者スポーツ共に課題はあるものの、政治形態から新た
な政策提言、制度改革が困難である背景があることは、「オーナーシップが以前と同等である」と
する意見に一定の影響を与えている可能性は考えられる。とは言え、以下問 17 では、提供される
情報や文書の有用性に触れている。各自の知見や取組みは、他国のカウンターパートや日本人有
識者、PLC 自体にとって重要であることに、今一度理解を深める努力を行う次第である。 
 
17．問 16 での回答理由（自由記述） 
17. Please briefly explain why you chose the answer to question (16) above. 
 

回答を通じ、以下の意見が寄せられている（抜粋、順不同）。 
 ミャンマー（PETE）：本事業への参画なくして、自国の体育のこれまでの改善・強化は得られ

なかったため。 
 ラオス（PETE）：本ワークショップで共有される情報、文書は自国にとって有用であるため。 
 タイ（オブザーバー）：各国間の強い協働精神や前向きな貢献を目にするにつれ、オーナーシ
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ップと責任感を感じる一方で、継続的な関与のモチベーションが高まったため。 
 インドネシア（PETE）: このコミュニティ内での繋がりが年々強まっていると感じる。本事

業からの学びはインドネシアの体育の発展に繋がってきている。このコミュニティ内の志が高
く、共通のゴールに向かって協働したいと常に思わせてくれる存在であるため。 

 マレーシア（SPD）：ワークショップで議論が出来、コラボレーション機会が提供され、自身
の役割と目的が明確になったため。また、継続的な関与により、オーナーシップがさらに強化
されるだろう。 

 フィリピン（SPD）：ワークショップを通じ、PETE と SPD の PLC における共通の目標と協働
責任への意識が深まった。日 ASEAN 協力での積極的な参加、対話、そして多様な視点に触れ
ること、この経験を通して、インクルーシブな実践に貢献し、教育者と学習者の共同成長を支
援することに、より積極的に取り組む動機を与えてくれたため。 

 ブルネイ・ダルサラーム（オブザーバー）：PLC の目的が明確に理解できたことで、自身が意
見を共有する意義と積極的な参加の重要性を感じることができたため。 

 マレーシア（PETE）：ワークショップで有意義な対話、共通する課題の解決、プランニングの
機会が提供され、自分の視点と貢献が重要であると実感したため。今では、参加者としてだけ
でなく、日 ASEAN スポーツ協力に基づく PETE と SPD の PLC の成功と継続的な発展に責任
を負うメンバーと自覚している。 

 ブルネイ（PETE）: 日 ASEAN のコミュニティは、全体として前進するためにベストプラク
ティスやアイデアを共有することで、より強固なものとなっていると感じるため。 

 シンガポール（PETE）：今回初めて参加し、他国の取組みについて知ることができて有意義と
感じたため。また、主催者がセッションを有意義なものにするために尽力しているのを見て感
動した。 

 カンボジア（PETE）： ワークショップを通じ、日 ASEAN の枠組みにおける PLC の重要性を
理解した。他国の参加者とのディスカッションと日本人有識者の指導を通じて知見、認識、理
解と自信を深め、カンボジアで PETE と SPD の向上に向けて努力する意欲が高まったため。 

 
18．本事業への選任、ワークショップへの参加が自身の職場でよく理解されているか 

 
前年同様、殆どの ASEAN カウンターパート（前々年 94.7％→前年 95％→本年 89.5％）は、自身

の本事業内容、自身のワークショップへの参加が各自の職場で概ね理解と周知を得ている旨、回答
した。一方、タイ PETE カウンターパート、シンガポール PETE カウンターパートのみが、職場の
理解と周知について「幾分」との回答に留まった。これに対し、実施組織はこれまでの事業成果に
対する評価（事業の達成度等の数字）、毎年の事業計画並びに目標等をより明確に文書化し（例年、
事業案内およびコンセプトノートとして発出）、各国スポーツ高級実務者会議（SOMS）およびカウ
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ンターパート所属組織により分かり易い形で伝える必要がある。各国カウンターパートが本事業で
得られる知見や情報を所属先の上司、同僚、ステークホルダーに共有することで裨益効果拡大にも
資するものと考えられる。次期以降では具体的且つ継続的な改善が求められる。 
 
19．対面式ワークショップを通じプロジェクト内で自身の行うべきことが自組織にとって明確にな
ったか 

 
回答者の 84.2％（前々年 63.2％→前年 50％）が今般の対面式ワークショップへの参加を通じ、本

事業において自身が行うべき役割や責任が自身の所属先にとって「とても明確になった」、その他 2
名も概ね明確になったと回答したことを踏まえると約 95％が「明確になった」と回答した。1 名は
「どちらともいえない」と回答したが、ブルネイ・ダルサラームのオブザーバー参加者の回答であ
り、事業として明確に規定する部分ではないため、致し方ないと理解している。 

他方、PETE、SPD それぞれのコンポーネントは独立してタスクを行いつつ、議論を通して必要
な情報や知識を補完しあっていることに、同一パッケージ内で二分野の事業を並行実施するメリッ
トを実施組織は見出していた。本年度の対面式ワークショップで、インクルーシブ且つ良質な体育
を実現するための体育教師教育スタンダード、アダプテッド体育、障がい者スポーツそれぞれの議
論は密接に関わり合い、各分野を同じ枠組みで議論することの利点は、カウンターパート間でも理
解され始めている。本設問に対する回答で、各自が担うべき役割、責任に関する理解は一定程度担
保されていると捉える一方、それを各カウンターパートの所属先により深く理解をしてもらう努力
を継続しなければならないと考えている。 
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20．対面式ワークショップで提供された情報や文書は自身の職務、研究に有用か 

 
8 割近くの参加者（前々年 63.2％→前年 55％→本年 78.9％）が今般東京で開催した対面式ワーク

ショップ前および期間中に提供された知識、情報は、自身の所属先における職務や研究に有用であ
ったと評価し、残り（前々年 36.8％→前年 45％→本年 21.1％）も有用と回答した。非常に高い有用
性をカウンターパートが実感できたことは、前向きに捉えたい。今般の対面式ワークショップでは、
スポーツ庁が実施を進める日本の学校体育、障がい者スポーツ政策に係る情報詳細の他、体育教師
教育スタンダード考案に関連し、新たな知見、助言が岡出教授より提供され、各国のスタンダード
案も共有された。障がい者スポーツでは、日本人有識者の実地調査研究の結果、分析の共有から、
国際レベルの最新の知見、情報、ヒントが提供され、各国は自国文脈に沿ったアクションプラン案
を策定、船体共有した。その他、視察した日本の特別支援学校並びに小中学校の体育授業の単元計
画等、教育現場で生かされる参考資料も共有された。高度な学術的知識も含まれていた為、多くが
省庁の行政官が占める ASEAN カウンターパートにとり、難解な部分も部分的に含まれていたこと
が推察されるものの、時間をかけ全体的な理解レベルを高めるフォローアップは、日本人有識者の
知見、ノウハウを借りて行ってゆかなければならない。体育教師教育スタンダード案の考案、障が
い者スポーツのアクションプランの実施は中長期での作業になるが、各国文脈・ニーズに応じ、社
会実装され、アウトプットが創出され、より良いインパクトを生み出せる様、カウンターパートと
共に模索、協働を継続する所存である。 
 
21．自身の職場の上司、同僚に対面式ワークショップで得た知見、情報を共有する機会があるか 
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回答した ASEAN カウンターパートおよびオブザーバーの約 8 割（前々年 73.7％→前年 60％→本
年 78.9％）が対面式ワークショップで得た情報、知識を職場の上司、同僚らに共有する機会がある
と回答した。また 15.8％も何らなの形での共有に前向きな姿勢を示した。このような行動は、各国
カウンターパートを通じ、事業コンテンツ、成果を理解するステークホルダーの輪が拡大すると共
に、各カウンターパート所属組織内外での事業アウトカムの波及、間接裨益者として事業インパク
トの波及範囲を広げることに繋がる。実施組織は、本事業の持続可能性、発展性を念頭に、共有す
る知識、情報の質と量、提供方法を継続的に検討していく所存である。 
 
22．日本で行われた対面式ワークショップの全体運営、準備に対する満足度 

 
回答した ASEAN カウンターパートおよびオブザーバーの（前々年 90％→前年 85％→本年 94.7％）

が本年度東京で行われた対面式ワークショップの事前準備、コーディネートおよび会の運営パフォ
ーマンスに対する高い満足感を示した。過去 2 年度はカンボジア政府、ベトナム政府との共催形式
を採用したが、本年度は日本開催故に、日本体育大学単独での主催の形を採った。共催形式の場合、
現地政府職員が当日運営に関わってくれるため、ある程度の人数でのオペレーションが可能となる
メリットがあった。他方、実施組織内の対面式ワークショップの運営チームは 3 名の事業専従研究
員であたったため、マンパワーの不足が懸念されたが、日本体育大学の学生 3 名の助力を受けるこ
とで、5 日間の対面式ワークショップの運営を行うことが出来た。これは、参加者よりある一定の
評価を得られる運営レベルを 5 日間維持できた要因であったと認識している。次年度以降の事業企
画・運営方法の最適化、効率化、事業の質向上に向け、これまで以上の努力と発案が実施組織に要
される。 
 
23. 本事業に将来最も期待することは何か（自由記述） 
23. Please feel free to share what you are most looking forward to in the future project activities. 
 

回答を通じ、以下の意見が寄せられている（抜粋、順不同）。 
 ミャンマー（PETE）: 本ワークショップで得られる知識や情報で、自国の体育を QPE（良

質な体育）に向上させたい。 
 ラオス（PETE）：本プロジェクトと活動への参画でき、光栄、誇りに思う。この取り組みが

今後も継続されることを心から願うとともに、再び貢献できる機会を心待ちにしたい。 
 タイ（オブザーバー）：ASEAN と日本の関係者間での協力と知識共有が進むことを期待して

いる。共同の努力を通じて具体的な成果が得られること、また「誰一人取り残さない」とい
う理念のもとで ASEAN の多様性が今後の活動に与える影響に期待する。 
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 インドネシア（PETE）: ASEAN 各国と共同研究を行い、その知見を ASEAN 体育教師教育
スタンダードに反映させたい。 

 マレーシア（SPD）：本ワークショップがまだ開催されていない他の国々、特にシンガポール
とインドネシアでそれら 2 か国について学び、体育教師教育と障がい者スポーツに対するそ
れらの国の取り組みについて洞察を得ることに興味がある。 

 フィリピン（PETE）：ASEAN で確立された 6 つの体育教師教育スタンダード案に基づき、次
回の対面会議では、各国がマクロまたは国家レベルで使用している指標や戦略を特定するこ
とに焦点を当てたい。目的は各国で既に実施されつつあるものを整理し、今般の体育教師教
育スタンダード案との整合性を検証するアプローチを通じ、ASEAN 地域全体でのスタンダー
ドの実施状況を、一貫性を持って把握、理解することが可能になると考える。 

 フィリピン（SPD）：多様な文化的視点から学び、革新的な実践に貢献し、すべての学習者の
包括的かつ総合的な発達を促進する有意義なパートナーシップを維持することで、専門的な
成長を深めたい。 

 ブルネイ・ダルサラーム（SPD）：我が国の継続的な発展とワークショップでのアクションプ
ランの成果に期待する。PLC と関係者の連携がアクションプラン等を持続可能にする鍵とな
ると考える。また、特別な教育ニーズを持つ生徒のためのアダプテッド体育の実践を学ぶた
め、他の ASEAN 諸国を訪問する機会に期待しており、インクルーシブな機会がどのように生
徒の成長を支えているかを視察したい。 

 東ティモール（SPD）：ASEAN の新たな加盟国として、このプロジェクトが継続されること
を望んでいる。より先進的なシステムを導入し、運用している国々から多くの知識を得て学
ぶことは、東ティモールにとって非常に重要である。 

 ブルネイ・ダルサラーム（オブザーバー）：オブザーバーとして、ワークショップで得たスキ
ルと知識を活かし、他のメンバーと再度協力できることを楽しみにしている。また、日
ASEAN スポーツ協力における PLC 強化につながる有意義なプロジェクトにも今後も貢献し
たい。 

 ラオス（SPD）：本事業を通じた自国のパラコーチと選手の能力開発と、より包括的なスポー
ツの機会の創出に最も期待している。 

 マレーシア（PETE）：本事業で構築された PLC の活動の継続、国境を越えた有意義な連携、
会議やその他の学術プラットフォームにおける専門的な議論の共有の機会を通じ、PLC の持
続的成長に期待している。また、長期的な（個人の）能力開発と日 ASEAN の教育分野のパー
トナーシップ強化にも貢献したい。 

 東ティモール（PETE）：本事業での学びを自国での実践に繋げるべく、教育省等との協働を
具体化したい。 

 ミャンマー（SPD）：ミャンマーでは障がい者スポーツ振興について、教育省、スポーツ・青
少年省、社会福祉・救援・再定住省が連携して活動している。教育省は体育教師教育に近年
注力しているが、アダプテッド体育の知識、経験を持つ教師が不足している。特別支援学校
は外部から体育教師を雇っている状況がある。ミャンマー・パラリンピックスポーツ連盟は、
全国大会や ASEAN パラゲームで成果を上げつつあり、パラアスリートを特別支援学校や障が
い者スポーツ団体から募集している状況である。日 ASEAN スポーツ協力の事業を通じ、ミャ
ンマーの障がい者スポーツ推進に向けたロードマップの作成のノウハウ提供、協働を期待し
ている。 

 カンボジア（PETE）：次回の ASEAN PETE および SPD の対面式ワークショップに出席し、
カンボジア向け ASEAN PETE 標準の作成を完了したい。加えて、AMS のすべての友人や日
本の有識者と共に ASEAN 共通の PETE スタンダードの作成に貢献したい。 

 
ASEAN 各国との継続的な学び・議論、継続的な意見交換、協働、情報共有、まだ対面式ワーク

ショップを開催していない ASEAN 諸国への訪問、学校や障がい者スポーツ現場の視察、ASEAN
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スタンダード案の策定とその運用、評価指標の検討、アクションプランの実施フォローアップ等
を期待する回答が散見された。これらフィードバックは、今後の事業方向性や実施計画に反映で
きる様、鋭意検討を重ねたい。尚、本設問回答のテキストマイニングによる可視化された解析結
果は下記の通りである。ピンク色が動詞、緑が形容詞、青が名詞、文字の大きさが各意見で言及
された頻度の多さを示している。一方で、ワードの配置はワード間の関係性を必ずしも表してい
ない。 

 
最後に、本年度、ミャンマーを含めた ASEAN11 か国の本邦招聘、東京での対面式ワークショッ

プの開催を許可いただいた スポーツ庁、外務省、ASEAN 日本政府代表部、ASEAN 事務局、
ASEAN 各国スポーツ高級実務者会議（SOMS）に対し、この場を借りて深く感謝の意を表したい。
併せて、各国カウンターパート、オブザーバー、カウンターパート所属先関係者、ご尽力いただ
いた日本人有識者の皆様にも、重ねて御礼申し上げたい。本事業に関わる全てのステークホルダ
ーの皆様のご理解、ご協力、ご尽力並びにご指導無くして、本邦開催の対面式ワークショップを
これほどまでに円滑で効果的に開催することは叶わなかったであろうと考えている。 
 

以上 

 


